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軍と環境法

~特に米国の域外軍事施設に関する環境保護法制について－

永野秀雄

との地位協定等により、米国の駐留軍基地に対

する受入国側の国内法の適用は、制限されてい

る場合がある。日米地位協定においても、米国

の軍事施設に対しては、日本国法の直接適用は

ないと解釈されている。それでは、米国環境法

の直接適用がなく、受入国の環境法の直接適用

もない米国の域外軍事施設に対しては、どのよ

うな環境保護法制がとられているのであろうか。

本稿は、この問題に答えるため、米国の域外軍

事施設に対して、いかなる環境保護法制が取ら

れているのかを、米国法の側面から検証するこ

とを目的とするものである3)。

わが国における米軍基地については、米軍機

騒音公害訴訟が数多く提起され、その法学研究

にも相当の蓄薇がある４)。これとは対照的に、米

国の域外軍事施設に適用される環境保謹法制を

検討した論考は皆無に近く5)、さらに、米国の域

外軍事施設が閉鎖され、受入国に返還された場

合に生じる法的諸問題を詳細に検討した法律論

文は存在していない。本稿は、この法学研究上

の空白を埋める点で、意義があると思われる。

また、本稿で明らかにされる法律情報は、現実

的な政治課題となっている普天間基地の返還・

移設に関する議論の発展に寄与することができ

るものと確信する`)。

以下では、まず第１章で、米国の域外軍事施

設に関する環境保護法制の法的根拠を検証する。

この後で、域外軍事施設における環境保誼対策

に不可欠な４つの段階、すなわち、①環境影響

評価、②環境保護基準、③基地閉鎖に伴う汚染

浄化措置、④環境保護規範の違反者に対する処

罰について、それぞれ、第２章、第３章、第４

章、第５章で検討する。そして最後に、第６章

において、在日米軍施設における環境保護法制

はじめに

軍と環境法という問題、すなわち、国家防衛

を目的とする軍事活動の遂行と環境保識を目的

とする法制度は、国家的政策課題として両立し

うる目標と成り得るのであろうか。米国のディ

ック・チェイニー（DickCheney）副大統領は、

国防長官当時に「防衛と環境とは相互排他的な

問題ではない。防衛に対する重大な脅威と環境

に対する真撃な関心とが並存する現実の世界で

は、これらの問題に対して択一的選択を迫るの

は不可能である」!)と述べている。たしかに、「国

防を目的とする軍事活動に最大限の自由度を確

保するために、軍事組織およびその軍事活動に

対しては、環境保謹法制は適用されるべきでは

ない」という立場と、「国防を目的とする軍事活

動であっても、環境問題の重要性からすれば、

戦時・平時を問わず、軍事組織・軍事活動に対

しても国内環境法を全面的に適用すべきである」

という立場のいずれもが、現実的な政策上の選

択肢とはなりえない。この両極の立場の間に、

国家が策定すべき自国の軍事活動に対する環境

保護法制のあるべき姿が存在することになる。

このうち、平時における自国軍の国内活動に

対して、いかに国内環境法を適用するかという

問題は、国内法上の問題として処理しうる。事

実、米国では、国民の環境問題に対する意識の

高まりとともに、国内軍事施設に対しては、原

則的に連邦環境法が適用されるに至っている。

しかしながら、米国域外に存在する米軍施

設2)に対して連邦環境法を直接適用すると、当

該受入国の主権と衝突する可能性があることか

ら、このような直接的な域外適用は例外的な場

合に限られている。その一方で、受入国と米国
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の不備を、特に、今後の米軍基地の閉鎖や移転

に焦点を当てながら検証する。

なお、「軍と環境法」というテーマには多くの

争点が含まれるが、以下に掲げる諸問題につい

ては除外争点とし、今後、機会があれば検討し

ていきたい。これらの除外争点のうち、米国法

に直接関係するものとしては、①閉鎖される米

国域外軍事施設に関する詳細な法的要件、②米

国城外軍事施設における具体的な漏出対処指針

の内容、③米国の域外軍事施設に関する環境遵

守基準の具体的内容（特に、日本環境管理基準

の内容と他国の米軍駐留基地に適用される最終

管理基準との比較検討)、①米国の城外軍事施設

に関する環境遵守基準で適用除外とされている

海軍原子力推進計画（theNavalNuclear

Propulsio、Program）の内容、⑤米国内で閉鎖

される基地に関して適用される軍用地閉鎖法

(theMilitaryLandWithdrawalActof1986)７１の

内容、⑥米国内の基地騒音問題に対する法的対

処、などが挙げられる。

また、軍事基地の閉鎖に伴う運用上の諸問題

としては、⑦米国内の軍事施設の閉鎖に伴う浄

化措置と転用事例に関する実証的研究（法、組

織、費用、技術、期間等)、③他の地位協定にお

ける基地閉鎖に関する規定の比較とその運用、

⑨フィリピン、パナマ、マーシャル諸島、カナ

ダ等における米軍基地閉鎖に伴う環境問題に関

する実証的研究、⑩ドイツにおいてフランス軍

が駐留地区を返還した事例などの汚染浄化と転

用事例の研究8)、などの検討が必要であろう。

さらに、国際法上の争点としては、⑪武力紛

争へ国際環境法を適用する場合の一般的理論の

問題、⑫戦艦による海洋汚染に対する国際法の

適用、⑬核兵器や生物・化学兵器などの使用に

よる環境破壊への法的統制の可能性、⑭国際組

織と環境法（国連安保理事会による環境危機へ

の対応等)、⑮米国が「有害廃棄物の国境を越え

る移動およびその処分の規則に関するバーゼル

条約｣,)の当事国でないことから生じる法的諸問

題、等が挙げられよう。また、国内法・国際法

の双方において重大な法規制が必要な分野とし

ては、⑯軍事物資調達における環境配慮と法規

制、および、⑰兵器の廃棄に対する環境保識を

目的とした法的統制、が挙げられよう。また、通

常は軍と環境法の問題としては扱われていない

ものの、⑱環境変化による水不足等に起因する

地域紛争の発生に代表される「環境安全保障」

も、将来この分野の問題として検討を要するIC)。

そして､最後になるが､⑲わが国で発生した基地

外の民間業者による基地内への環境汚染という

厚木基地ダイオキシン問題ｍのような事例も、本

稿における除外争点とすることを付記しておく。

第１章米国の軍事施設に関する環境政策と

その法的根拠

本章では、まず、米国における軍事施設に対

する環境政策の歴史的変化を検証する。次に、

軍事施設に対する環境保護法制の法的根拠が、

大統領命令であることを確認する。そして、米

国の国内環境法が、域外軍事施設へ直接的に適

用されるか否かが争われた判例を検討する。

Ａ軍事施設に対する環境政策の変動

米国において、軍事活動による環境破壊が社

会的な問題となってくるのは、1940年代以降で

ある。もちろん、それ以前にも個別の軍事行動

による環境破壊は存在していたが、４０年台に軍

産複合化が進展し、世界規模の戦闘が展開され

たことで、この問題の深刻さが、多くの人々に

認識されるようになった。

しかしながら、米国では、このような認識が

形成された後においても、軍事活動の目的たる

国家防衛という使命が、環境保護のために制限

されるのは危険であるとの考え方が支配的であ

った。このため、実際には何らの法的根拠がな

いにもかかわらず、環境諸法は、軍事組織とそ

の活動には適用されないということが、当然の

こととされてきた'2)。

米国では、1970年代後半に至って、ようやく、

平時における軍事活動については、環境保護を

目的とする法的統制が必要であるとの認識が

定着した胸)。そのような認識が形成されたのは、

①劣悪な環境の中で軍の任務を遂行することが

困難であること、②軍人、軍属、扶養家族の健
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康と安全への配慮、③域外軍事施設への継続的

なアクセスを確保するためには、受入国や基地

周辺住民への環境配慮が必要であること、など

の理由に基づくものである。これらに共通して

いるのは、軍事施設において環境保誕策をとる

ことが、国家安全保障上の利益にも結びつくと

いう思想であるM)。

保護法を遵守しなければならないとする大統領

命令12088号を出した、。この命令は、米国内の

全ての軍事施設や軍事活動が、国内環境法を遵

守しなければならないことを定めた点で、画期

的なものである。すなわち、この大統領命令に

より、軍は米国内における環境法の適用を免除

されるという特権的地位を失い、原則として他

の連邦政府機関と同様に、環境法による規制に

服することになったのである'８１。しかし、この

大統領命令12088号では、域外での連邦政府機関

による活動については、ニクソン大統領による

大統領命令11752号と同様、受入国で一般的に適

用される環境保護基準に従うことが求められた

にとどまった'9)。逆に、このことにより、本大

統領命令が施行されてから、米国内と域外の軍

事施設・軍事活動の間で、適用される環境基準

の差異が明白になったと言える。

それでは、現在の域外軍事施設に関する環境

保護法制は、いかなる法的根拠に基づいて実施

されているのであろうか。米国連邦環境法や条

約が、域外軍事施設に対して直接適用されるこ

とは、まれである。また､域外軍事施設に対する

環境保護策を統一的に規定した連邦法や大統領

命令は存在していない。米国の域外軍事施設や

軍事活動に対しては､環境保護統制に必要な３つ

の段階、すなわち、①環境影響評価、②環境保

護基準の制定と実施、および、③汚染浄化対策

ごとに、個別の法源が存在している。これらの

具体的内容については、後に検討するものの、

ここで、これらの法源をまとめておく。

まず、域外の軍事施設や軍事活動に関する環

境影響評価については、1979年のカーター大統

領による大統領命令12114号２０)と、この大統領命

令の定める域外環境影響評価制度を実施するた

めに1979年に施行された国防総省指令6050.7

号2'１，および、この国防総省指令をさらに具体

化した各軍の域外環境影響評価に関する指令が、

具体的な法源となっている。

次に、域外軍事施設における環境保謹基準の

根拠となるのは、カーター大統領により1978年

に出された前述の大統領命令12088号麺)である。

しかし、国防総省は、本大統領命令を実施する

ための国防総省指令を制定する作業に即座に着

Ｂ軍事施設に対する環境保護基準の法的根拠

米国では、連邦議会による－部の立法上の統

制を除けば、軍事施設に対する環境保護施策の

大部分は、大統領命令を法的根拠としている。

これは、議会の定めた環境法は軍に対しては直

接適用されず、行政権の長たる大統領の命令に

より規制されるべきだとする考え方が支配的で

あったことに起因している。軍事施設に対する

環境上の配慮を規定した大統領命令は、1948年

にまで湖ることができるが、これらは米国内の

軍事施設に関するもので、かつ、その内容も限

定的なものであった]5)。

米国の域外軍事施設における環境保護施策に

最初に目を向けたのは、ニクソン大統領である。

ニクソン大統領が1973年に出した大統領命令

11752号の第３条第に)項は、「米国域外の連邦施

設の建設と運営に責任をもつ連邦行政機関の長

は、受入国あるいは管轄権を有する関連機関の

下で一般的に適用される環境汚染基準を遵守す

るように、そのような施設を運営することを確

実に行う義務を負う」と規定したのである161。こ

の条項は、米国域外の連邦施設において､当該

受入国で一般的に適用されている環境基準を遵

守する義務を初めて明確化し、義務とした点で

意義がある。だが、この大統領命令が出された

1973年の段階で、充実した環境保護法制をもつ

受入国は少なかったことから、この規定が、実

際の域外軍事施設の環境保護統制に大きな影響

をもたらすことはなかった。

その後、1978年に、カーター大統領は、ニク

ソン大統領による大統領命令11752号の効力を停

止する一方で、国防総省を含むすべての連邦行

政機関による米国内における全ての活動は、連

邦政府、州政府および地方自治体の定めた環境
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手せず、長期間にわたり放置していた。国防総

省が、この環境保護基準を制定したのは、１９９１

年会計年度国防授権法23〕の要請によるものであ

り、同年に、ようやく国防総省指令6050.16号型）

が制定された。現在では、同指令を改正した1996

年の国防総省指針4715.5号露)が、域外軍事施設

における環境保護基準の策定手続を定めている。

最後に、域外軍事施設の汚染浄化、特に当該

軍事施設が閉鎖され受入国に返還される場合を

規定する対処措置の法的根拠であるが、この対

処措置を策定するように国防総省に求めたのは、

1991年会計年度国防授権法26)である。国防総省

は、同法の要請に対応するため、1992年に一応

の政策方針（SECDEFMSG131758ZJan92）を

表明したものの、具体的な指針の策定は遅れ、

1998年の国防総省指針471568号２７)により、よう

やく実施レベルの法的根拠が整うことになった。

１国防総省の域外活動に直接適用される

連邦法

連邦環境法の中には、少数ではあるものの、

その立法文言や立法者意思により、国防総省の

域外活動へ直接適用されることが明白な立法も

存在している。

まず、1984年アスベストによる危険に対する

学校対処法（theAsbestosSchoolHazard

AbatementActofl984)30)が、国防総省に勤務す

る者の扶養家族が通う域外施設内の学校に対す

る適用を規定している。また、国家歴史保存法

(theNationalHistoricPreservatioｎＡｃｔ)３１)も、

国防総省の域外活動に対して適用がある。

２連邦環境法の域外適用を否定する法的

根拠

それでは、連邦環境法が、原則的に域外適用

されないという米国法上の根拠はどこにあるの

であろうか。この法的根拠は、国防総省の政策

によるものではなく、国内立法の域外適用を制

限するコモンロー上の法理にある32)。このコモ

ンロー上の法理は、特定の連邦法上の文言が、

同法は合衆国の主権の存する領域を越えて適用

され、あるいは、法的管轄権をもつ領域を越え

て適用されるという示唆を与えるものでない限

り、合衆国の領域内にのみ適用されるという推

定が機能するというものである鋼)。

このコモンロー上の法理における域内適用推

定は強力なものであるものの、これまでの判例

法理をみる限り、裁判所は必ずしも同推定を一

律的に適用せずに、立法類型を２つに分けて、

適用の仕方を区別している鋼)。まず､当該連邦法

が独占禁止法や証券法といった市場規制に関す

る立法類型にあたる場合には、当該立法におけ

る域外適用の有無に関する規定文言が暖昧であ

り、かつ、当該立法が域外に対して一定の影響

を及ぼすものと判断されれば、コモンロー上の

域内適用の推定を覆して、域外適用を認めてい

る海)。これに対して、雇用関係法、差別規制法、

環境法といった市場規制法以外の法類型につい

ては、当該立法において域外適用を認める立法

C連邦環境法の域外への直接適用

現在、米国内の軍事施設に対しては、原則と

して、連邦環境諸法が適用されている。しかし、

域外の軍事施設に対しては、連邦環境法がその

まま適用されているわけではない。域外軍事施

設に対しては、後で詳しくみるように、原則的

には、米国の国内環境法をもとに作成された域

外環境基準指針文書で定められた環境基準、受

入国で一般的に適用される環境基準、および、

地位協定などの国際的合意がミックスされて作

られる、各国毎の最終驍理基準が適用されてい

るのである。

しかし、これは原則であって、部分的な例外

も存在し、直接に連邦環境法が域外適用される

場合も存在する。ここでは、①このように例外

的に連邦環境法が域外軍事施設に直接適用され

る場合、②連邦環境法の域外適用を否定する法

的根拠、および、③域外適用の適否が争われた

国家環境政策法（theNationalEnvironmental

POlicyAct)羽)と絶滅の危機に瀕する種について

の法律（theEndangerCdSpeciesAct)羽)に関す

る判例を概観する。
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者意思が明白でない限り、コモンロー上の推定

をそのまま認める判例法理を確立している妬)。

本稿で問題としている連邦環境法は、上記の

２つの類型のうち後者に入る。このため、域外

適用が明記された前述のアスベストによる危険

に対する学校対処法と国家歴史保存法以外の連

邦環境法について、訴訟によりコモンロー上の

推定が楓され、域外適用が認められる可能性は

少ない。なお、一昨年、域外軍事施設において

も、連邦の環境法、および公衆衛生と労働者の

安全に関する諸法を遵守させることを目的とす

る法案が連邦議会に提出されたが37)、実質的な

審議はなされずに放置されたままになっている。

aPeopleofEnewetakvLaird判決

PeopleofEnewetakv6Laird判決鑓)では、米国

の信託統治下にある環状サンゴ状の諸島におい

て計画された核実験に対して、国家環境政策法

が直接適用されるか否かが争われた。この実験

では、核爆発によりできる「クレーター」効果

を測定するために、これらの諸島の広い範囲に

おいて、植物と表土を取り除く計画が策定され

た。もしもこの実験が米国内で行われるのであ

れば、国家環境政策法の定める厳格な環境影響

評価手続が必要となる。しかし、本実験が信託

統治地域で行われることから、同法の適用の有

無が争点となった銅)。

ハワイ地区連邦地裁は、①立法者意思を精査

すると、同法が「合衆国」という文言ではなく

｢国家」というより広い文言を用いていることか

ら、国家環境政策法は合衆国50州に限定されて

適用されるものではなく４０１、②信託統治地域に

暮らす人々は、独自の政府を持っていないこと

から、その保護について配慮することには正当

性があるばかりでなく、同地城の人々は、むし

ろ合衆国政府を信頼するように強制されている

状態にあり`')、③国際連合信託統治協定とその

制定経緯を検討した結果、同地域の人々は米国

市民が享受する全ての保護を受けることができ

るとして42)、国家環境政策法は、当該信託統治

地域における連邦政府の行為に適用されると判

示したのである４３)。

このように､本判決は､国家環境政策法が米国

信託地域に適用されるとの判断を示したもので

あって、同法の域外適用を一般的に肯定したも

のではない")。このため､本判決の示す法理の射

程は、非常に限定されたものであると言える。

３連邦環境法の域外適用が訴訟で争われ

た事例

国家環境政策法は、米国連邦環境法制の中心

的存在のひとつであり、これに基づいて環境影

響評価が実施されている。現在、この国家環境

政策法は、域外の軍事施設や軍事活動に関する

環境影響評価に対しては、直接適用されていな

い。前述したように、これらに対する環境影響

評価は、大統領命令12114号と、これを具体化し

た国防総省指令6050.7号、およびこの国防総省

指令に基づいた各軍の指令が適用されている。

これらの軍の法規範に基づく環境影響評価は、

国家環境政策法に類似しているものの、同法と

比較すると、その内容・手続ともかなり緩和さ

れており、環境影響評価そのものを免除する規

定すら含まれている。米国の環境団体は、これ

を不満として、平時における域外の軍事施設・

軍事活動については、国家環境政策法を直接適

用するべきであると主張し、一連の訴訟を提起

してきた。

また、絶滅の危機に瀕する種についての法律

も、非常に強力な環境保護法であるため、米国

の環境団体は、同法の地球環境保讃的側面をと

らえ、その域外適用を主張して訴訟を提起して

いる。

以下では、これらの環境保議立法の域外適用

の有無について判断した具体的な判例を検証す

る。

bGreenpeaceUSAv・Stone判決

GreenpeaceUSAv・Stone判決４５)では、当時の

西ドイツに貯蔵されていた米国陸軍の神経ガス

兵器を、太平洋上の米国領JohnstonAmUへ輸送

して処理する移送計画に対する環境影響評価が

問題となった。すなわち、この移送計画につい

ては、大統領命令12144号に基づく個別の輸送ご
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との環境影響評価は行われたものの、移送全体

に対する包括的な環境影響評価書がないことか

ら、グリーンピースが、国家環境政策法に違反

すると主張して、当該移送の仮差止命令を求め

る訴訟を起こしたのである4`)。このグリーンピ

ースによる主張は、国家環境政策法が、域外適

用されるという前提に立つものであることから、

本件訴訟の中心的な争点となった４７)。

本判決で､裁判所は、フィリピン政府が原子力

発電施設を最初に米国から購入しようとしたと

きに、国家環境政策法の域外適用が争われた

NRDCv6NRC判決４８)で示された法理に依拠しな

がら､①国家環境政策法には､連邦議会が明示的

に域外適用を定めた条項がなく`，)､かつ、②国家

環境政策法を西ドイツ国内での武器移送に適用

すれば、当時のレーガン大統領とコール首相と

の間で締結された合意に支障をきたし、外交政

策にも影響することから、同法の適用はないと

判示した５０)。

しかし、同裁判所は、このような結論に達す

る一方で、この判断が本件に特有の事実関係に

基づくものであり、他の事実関係において同法

の域外適用の可能性が全般的に否定されるもの

ではないことを示唆している51)。このため、本

判決以後も、米国の域外軍事施設や軍事活動に

対する国家環境政策法の直接適用が、現実的可

能性こそ少ないものの、完全に否定されたもの

とは言えないこととなった。

て食料廃棄物を処理しようとした")。これに対

して、原告の環境防衛基金（theEnvironmental

DefenseFimd）が、NSFの仮の焼却炉による処

理は、環境にとって有害な物質を生じさせるも

のであり、同焼却炉を使用する前に、国家環境

政策法に基づく環境影響評価がなされるべきで

あると主張して、仮差止命令を求める訴訟を起

こした鈴)。

この訴えに対して、連邦地裁は、①国家環境

政策法においては、連邦議会による域外適用を

行うという明白な立法者意思が見出せないこと

から、域外適用はなく、②このため本裁判所に

は管轄権がなく、③域外環境影響評価を規定す

る大統領命令12114号においては、民事訴訟にお

ける請求原因が認められていないとして、原告

による仮差止命令に関する請求を棄却した露)。こ

れに対して、控訴審のＤＣ巡回区控訴審裁判所

による判決では、①南極には主権が存在しない

ために他国との主権競合は起きず、かつ、②こ

の活動に関する予算の決定が、主に合衆国の領

域内でなされたことを理由として、域内適用を

推定するコモンロー上の法理は適用されず、国

家環境政策法の適用が認められると判示して、

破棄差戻を命じた57)。

この控訴審判決では、国家環境政策法の域外

適用が認められているものの、南極という国家

主権の競合がおきない地域に関する特別な事例

についての判示がなされたにすぎない。このた

め、この判例が一般的な意味で、国家環境政策

法の域外適用を認めたとは言えず、今後、この

判例に依拠して域外適用を請求することのでき

る事例は、非常に限定されていると考えられる。

cEnvironmentalDefenseFund,Inc.ｖ， 

Massey判決

EnvironmentalDefenseFimd,Inc.ｖ・Massey

判決52)では、南極における連邦政府の活動に対

して、国家環境政策法が直接適用されるか否か

が争点となった。国家科学基金（theNational

ScienceFoundation（NSF)）は、合衆国南極プ

ログラムの賛助の下で、南極のMcMurdo基地に

おける調査施設を運営していたが、同基地の食

料廃棄物は、野焼きにより処理されていた53)。

NSFは、環境保護を促進する目的で、この野焼

きをやめて、最新技術を備えた焼却炉を購入し

たが、同焼却炉が届くまでは､仮の焼却炉を用い

dNEPACoalitionofJapanvLesAspm 

判決

NEPACoalitionofJapanv､LesAspm判決58）

は、環境団体が、国防総省による在日米軍基地

における活動について、国家環境政策法の定め

る環境影響評価書が準備されていないのは同法

に違反すると主張して、訴訟を提起したもので

ある５，)。

ＤＣ地区連邦地裁は、①主権の存在しない南極
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での事例を判断したMassey判決は、日本国にお

ける米軍基地の地位に関して判断する場合と区

別されなければならないことから、同判決の法

理を適用することはできず")、②域外適用を原

則として否定するというコモンロー上の強い推

定が働くことから、域外適用は限定的に解釈さ

れなければならず６１)、③本件請求に関して、国

家環境政策法に基づく環境影響評価を国防総省

に要求する事は、日米安全保障条約および地位

協定を基軸とした長期にわたる条約関係を侵害

する可能性があり")、④たとえ本件に対して国

家環境政策法の域外適用を認めたとしても、

環境影響評価に関する報告書を準備することよ

りも、米国の外交政策上の諸利益の方が優先す

ることから環境影響評価を行う必要はないとし

て63)、日本における米国海軍施設に対する国家

環境政策法の域外適用を否定し、正式事実審理

を経ないでなされる被告勝訴の判決を下した")。

適格がないとして、控訴審判決を棄却した６７)。こ

のように、連邦最高裁は、この事件を原告適格

の問題として処理して、域外適用に関する直接

的な判断を示さなかった。しかしながら、連邦

最高裁が、この問題に関して踏み込んだ判断を

行なったとしても、従来からの判例傾向からす

れば、ＥＳＡにおける黙示的な立法者意思を読み

込んで域外適用を認める判断を下すとは考えら

れない。このため、将来においても、ESAの域

外適用が認められることはないと考えられる。

ｆ連邦環境法の域外適用が争われた判例

法理の総括

これまで見てきたとおり、域外の軍事施設・

軍事活動や研究基地などに対して、国家環境政

策法の適用を判断した諸判例において、連邦裁

判所がその適用を認めたのは、グローバル・コ

モンズとしての南極に関するMassey判決のみで

ある。Laird判決は、信託統治地域に関する判決

であり、「域外」という枠組には入らないことか

ら、城外軍事施設・軍事活動に対する同法の適

用は、すべて否定されているといえよう。この

点に関する裁判所の判断が、今後大きく変わる

ことはないと思われる。ESAの域外適用につい

ても、同様であろう。

このように、特殊な事例を除けば、厳格な環

境影響評価を求める国家環境政策法やＥＳＡは、

米国の城外軍事施設に対して適用されない。こ

のため、わが国の米軍基地やその軍事活動への

適用もなく、これらの法律に代わって、以下で

詳述する大統領命令と、これを具体化した国防

総省指令が適用されるのである。

ｅ絶滅の危機に瀕する種についての法律

の域外適用が争われた事件

絶滅の危機に瀕する種についての法律（En-

dangeredSpeciesAct,ESA）の域外適用が争わ

れた事件としては、DefendersofWildlife，

FiiendsofAnimmsv,Lujan判決閃)がある。ＥＳＡ

の１日規則では、連邦政府機関が域外のプロジェ

クトに財源を拠出する場合、当該プロジェクト

により、絶滅の危機に瀕する種に対して如何な

る影響をもたらすかについて、内務省長官と協

議する義務が課せられていた。内務省長官は、

ESAの規則制定権に基づいて、この旧規則を改

正し、域外プロジェクトに対するこの協議義務

規定を削除した。これに対して、環境団体が、

ESAの域外適用を主張して提訴したのが、この

事件である。

連邦第８巡回区控訴審裁判所は、ESAの文言

を精査したうえで、連邦議会は、世界的な生物

保護の努力に責任を果たそうとする明白な意思

を表明していると判断して、同法については、

その域外適用が認められると判示した")。

これに対して連邦最高裁判所は、当事者には

具体的な損害が生じていないことから、当事者

第２章域外軍事施設に対する環境影響評価

これまで見てきたように、国家環境政策法は、

米国の域外軍事施設に対して、適用されること

はない。このため、これらの施設に対する環境

影響評価は、大統領命令と国防総省指令などに

基づいて行われることになる。以下では、この

域外軍事施設に対する環境影響評価に関する法

規範の内容、制定手続、および、その問題点を
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順次検証していく。 ものの、「重大な影響を及ぼす」とは何かについ

ては、間接的な定義のみで直接的な規定がなさ

れていない。このため、何が「重大な影響を及

ぼす」かについては、担当者の裁量権限に委ね

られ、恋意的に環境影響評価が回避される可能
性が残るのである。

もっとも、この大統領命令の第2-3節では、

そこで例示されている事項に対して、重大な影

響をもたらす連邦政府による活動は、環境影響

評価の対象となると規定されている。ここで例

示されている事項とは、①世界的共有地域（た

とえば、海洋や、南極大陸)、②当該連邦政府の

活動に参加していない、あるいは関与していな

い外国政府の管轄下にある環境、③合衆国が規
制する有毒物質または放射能物質を生じさせる

ことにより影響を受ける外国政府の管轄下にあ

る環境、④大統領により、または、国際的合意

に基づいて、その保護が指定された世界的重要
性をもつ環境資源、であるｱ3〕。

これらの例示の中で注意すべきは、②の内容

である。すなわち、②の反対解釈として、外国

政府が米国連邦政府の活動に参加あるいは関与

している場合には、環境影響評価の対象から除

外されることになるという点である。確かに、

外国政府が参加・関与する活動に対してまで米
国政府による環境影響評価が実施されることに

なると、当該相手国政府に対する主権侵害を引

き起こす可能性があることから、この規定自体

には正当性がある。問題は、この反対解釈の内

容が、次に検討する「適用除外および配慮事項」

と呼ばれる条項の中で、非常に広い枠組みをも

って規定されていることである。

Ａ大統領命令12114号

１基本的内容

カーター大統領は、1979年１月４日に「域外

の主要活動に関する環境影響」と名づけられた

大統領命令12114号")に署名した。これが、域外

軍事施設に適用されている現行の環境影響評価

の法的根拠となるものである。

この大統領命令は、合衆国の外交政策と国家

安全保障政策とに合致することを条件としなが

らも、連邦政府の域外活動に対して、①国家環

境政策法、1972年海洋保護・調査・保謹区法

(MaIineProtection,Research,andSanctuaries 

Actofl972)鱒)、および1974年深海港湾法（the

DeepwaterPortActofl974)河)で定められた目

的を推進するという目標をかかげ、②｢国家環境

政策法類似」の環境影響評価プログラムを設定

した?')。これにより、連邦政府による一定の域

外活動に対しても、環境影響評価が要求される

ようになったのである。

２環境影響評価を要する連邦政府の域外

活動

もっとも、この大統領命令12114号は、連邦政

府による全ての域外活動に対して、環境影響評

価を要求しているわけではない。域外活動のう

ち、環境影響評価が必要とされるのは、本命令

第2-1節が規定するとおり「合衆国の地理的外

延、領域、および所有の外にある環境に重大な

影響（significanteffects）を及ぼす連邦政府に

よる主要な活動｣ね)に限定されている。

この環境影響評価の実施対象を定めた規定の

問題点は、２つの要件、すなわち、「重大な影響

を及ぼす（havingsifinincanteffbcts)」という用

語と「連邦政府による主要な活動」という用語

の双方に関する具体的な定義がなされていない

ことにある。さらに、後でみるように、この大

統領命令を具体化した下位法令においては、「連

邦政府による主要な活動」に関する定義はある

３適用除外および配慮事項

これまで述べたように、大統領命令12114号に

おいて環境影響評価の実施が求められる連邦政

府の城外活動は、２つの基本的要件により適用

対象が限定されていた。それでは、これらの要

件を満たすことになる米国連邦政府の域外軍事

施設における主要な活動や軍事行動が、受入国

の環境に重大な影響を及ぼす場合には、環境影

響評価が一律に要求されることになるのである
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（ｉ）当該行政機関に、迅速な決定と行為が必

要である場合、

（ii）外交関係に対する悪影響を回避する場合、

あるいは、他の国家や統治責任に関して

事実上の、または、外形的な権利侵害を

回避する場合、

（iii）以下の要素を適切に反映する必要がある

場合：(1)外交上の要因、(2)国際的な商業、

競争、および輸出を促進するための要因、

(3)政府のあるいは商業上の秘密保持の必

要性、(4)国家安全保障に関して考慮すべ

き事項、(5)提案されている行為に関して

意味のある環境上の影響を分析するため

の情報を得ることが困難である場合、お

よび、この分析を行う行政機関の能力に

困難が生じる場合、および、(6)当該行政

機関が行う決定についての関与の程度、

あるいは、当該行政機関が決定に影響を

及ぼすことのできる程度。

(c）緊急事態、例外的な外交政策に伴う状況、

国家安全保障に微妙な影響を与える場合、お

よび、このような特別の状況に対応する必要

がある場合には、第2-1条における行政手続

に関して、類型的な適用除外と、本条の（a）

項で特定したものに加え、新たな適用除外を

規定することができる。このような追加的な

適用除外を用いる場合には、当該行政機関は、

できる限りすみやかに、国務省および環境問

題諮問委員会と協議しなければならない｣74)。

このように、第2-5節では、第(a)項で適

用除外の対象を規定し、第(ｂ)項の配慮事項

で挙げられた項目については行政手続上の修

正を認め、第(ｃ)項で一定の場合に適用除外

対象を追加できる場合とその手続を規定して

いる。

ここで注目すべき点は、第(a)項において、

国家安全保障や国益にかかわる場合をすべて

適用除外としうる規定がおかれているため、

米国の域外軍事施設と軍事活動に対する環境

影響評価の適用範囲が、著しく狭められる懸

念があることである。また、第(a)項第(iv)号

において、「武器輸送」が全面的に環境影響評

価の適用除外とされている点については、軍

うか。答えは、否である。その理由は、この大

統領命令が、域外の軍事施設・軍事行動の環境

影響評価について、広範な適用除外を認め、か

つ、配慮事項と呼ばれる条項を含んでいるため

である。ここでいう適用除外とは、環境影響評

価の対象から除外することを意味する。また、

配慮事項とは、通常は必要とされる環境影響評

価手続を簡略化することが認められる原因を意

味する。

以下、多少長くなるが、この適用除外・配慮

事項に関する規定を訳出した日本語論文が存在

しないため、その全訳を提示する。なお、米国

国内の軍事施設や軍事活動に対して適用される

国家環境政策法には、このような例外規定は存

在しない。

｢第2-5節適用除外および配慮事項

(a）第2-3節の規定にもかかわらず、以下の行

為は、本命令の要求事項から除外される。

（ｉ）合衆国域外の環境に対して重大な影響を

及ぼさないと当該行政機関により決定さ

れた行為、

（ii）大統領によりとられた行為、

（iii）国家安全保障あるいは国益が関連する場

合、または当該行為が武力紛争の間に生

じ、大統領の命令、あるいは閣僚の命令

により、あるいは、これに従ってなされ

た行為、

（iv）情報活動および武器輸送、

（ｖ）輸出免許、許可、輸出の関する承認、お

よび外国政府に核生産を提供する場合を

除いた原子力に関する行為、または、

1954年原子力法（その後の改正を含む）

において定義された利用施設、あるいは、

核廃棄物管理施設、

（vi）国際会議および国際的組織における投票

およびその他の行為、

（vii）災害および緊急時の救助活動。

(ｂ）以下に規定する場合において、必要な場合

には、影響をうける他の連邦行政機関と国家

に対して、第2-1節における第2-4節を執行

する行政手続に関して、その内容、時期、書

類の利用可能性について、適切な修正を行う

ことができる。
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事上の作戦や機密保持の観点からその必要性

が認められるものの、武器輸送ルートの近隣

住民等にとっては、大きな不安材料が残され

たことになる。

OpelationsInstruction（OPNAⅥNSr)）という

形式で制定され、実施されることになる。これ

らの法形式名が示唆するように、海軍長官指針

は、行政的色彩の強いものであり、海軍作戦本

部長指針は、機動的で作戦重視型の内容となっ

ている。この最終段階の法形式となる各軍の指

針は、単に国防総省の指令・指針を転用しただ

けの場合もあるが、より詳細な規定がなされる

場合もある。

Ｂ国防総省指令・指針と各軍の指令の制定手続

大統領命令12114号は、米国連邦政府の域外活

動に関する環境影響評価の対象やあり方を規定

する法源である。しかし、このような概括的な

規定だけに基づいて、実際の環境影響評価を実

施することはできない。このため、行政規則に

より、具体的な実体規定・手続規定が定められ

ることになる。このことは、本大統領命令によ

り規定された環境影響評価に限らず、他の大統

領命令や、連邦法一般についても妥当する。

このように、連邦政府による活動を把握する

ためには、行政規則による規制内容を知る必要

がある。一般の連邦行政機関が、行政規則を制

定しようとする場合には、連邦行政手続法（the

AdministrativeProceduresAct)75)が適用され、

そこで定められた公的告知やコメントの手続を

遵守する必要があり、ここに民主的な統制が機

能している。しかしながら、連邦行政手続法は、

国防総省による行政規則には適用されず、独自

の規則制定手続が用いられている。そこで、以

下では、域外軍事施設・軍事行動に関する実体

規定・手続規定を定める国防総省における規則

制定手続を概観する。

国防総省における環境保護プログラム

制定手続と行政手続法におけるプロセ

スとの差異

２ 

この国防総省および各軍による規則の制定手

続の特徴は、完全に当該組織の内部において、

その手続過程が完結することにある。つまり、

一般の連邦行政機関が、同様の法規範を制定し

ようとする場合には、連邦行政手続法が適用さ

れ、民主的統制が確保されるのに対して、国防

総省指令・指針や各軍の指針の制定にあたって

は、その規則制定が指令および指針という形式

でなされる限り、連邦行政手続法は適用されず、

その民主的な行政コントロールを受けることは

ないのである。また、国防総省が、自らの環境

保護プログラムを国防総省指令・指針（あるい

は各軍の指針等）として起案する場合には、連

邦環境保護局（theEnvironmentalProtection

Agency）や国務省のような外部の行政機関と協

力して策定する義務が課されていない。このよ

うな例外的な制定手続過程が認められているの

は、国防総省や各軍の規則が、内部的な活動に

限定して適用され、一般市民に対しては適用が

ないためである。

このように、国防総省指令・指針および各軍

の指針の制定に対しては、連邦行政手続法が適

用されず、また、その環境保護プログラムの策

定についても他の関連省庁との連携が必要とさ

れていない。この特徴は、国防総省により域外

軍事施設について制定された環境影響評価手続、

環境監理基準、域外軍事施設の閉鎖に関する基

準のいずれにも妥当する。

１国防総省による大統領命令の具体化

国防総省による規則制定過程をみると、通常、

立法または大統領命令において規定された要件

は、まず、同省により、国防総省指令または国

防総省指針という法形式によって、具体的実施

に耐えるルールにまで詳細化される。

さらに、このような指令・指針に基づいて、

国防総省の下にある各軍が、自らの実施規範と

しての指針を起草するのが通常である。たとえ

ば、海軍の場合には、海軍長官指針（aSecreta1y

oftheNavylnstructio、（SECNAⅥNST)）また

は、海軍作戦本部長指針（ＣｈｉｅｆｏｆＮａｖａｌ
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３連邦政府による主要な活動Ｃ域外環境影響評価に関する国防総省指令

6050.7号
次に、この国防総省指令では、大統領命令

12114号において定義されていなかった環境影響

評価を実施する要件のひとつである「連邦政府

による主要な活動」について、その内容を明ら

かにする具体的な規定が２箇所においてなされ

ている。

まず、本指令第3.5節において「主要な活動

(MajorAction）とは、広範な地域にわたる環境

に影響する行為、あるいは、より限定された地

域に対して実質的な環境上の影響を及ぼすもの

で、環境的配慮に関して以前に分析したその他

の行為と実質的に異なる、あるいは、実質的な

差異のある行為のうち、実質的な時間、費用、

資源が必要となる相当の重大性をもつ行為をい

う。艦船、軍用機、あるいはその他の軍用装備．

機器の配置・展開は、本指令において主要な活

動に該当しない」と規定されている77)。この定

義において、前半の主要な活動に関する定義は

抽象的なものであるが、後半では、艦船・軍用

機等の展開が主要な活動から除外されており、

環境影響評価の対象とはならないことが明らか

にされている。

次に、本指令付属文書２では、環境に対する

配慮要件が、外国政府の管轄下にある環境と、

保謹対象となる世界的資源との２類型に分けて

規定されているが、域外軍事施設および軍事行

動は前者の類型に該当するため、これに関する

規定を確認する必要がある。この付属文書２の

第Ｅ2.2.1節においては、外国政府による環境

影響評価との管轄権競合を回避する目的で、外

国政府が合衆国政府による活動に直接参加する

場合や合同で特定の行為を行う場合を「連邦政

府による主要な活動」から除外している。また、

この類型において環境影響評価の有無を判断す

る対象となるのは、当該行為が行われる場所で

はなく、環境被害がおきる地理的場所であるこ

とが、同条項の後段に明記されている78)。

ここで重要な点は、域外軍事施設に関する活

動や、域外軍事活動について、受入国政府が参

加する場合や、合同でこれを行う場合には、国

防総省、または、その構成単位としての軍によ

１国防総省指令6050.7号の構成

国防総省は、大統領命令12114号が要請する域

外軍事施設と軍事活動に対する環境影響評価に

ついて、その具体的規定を定めた国防総省指令

6050.7号「国防省による域外における主要な防

衛行動に関する環境影響｣７６)を1979年３月31日

に施行した。この国防総省指令は、「１．目的、

２．適用、３．定義、４．政策、５．責任、６．情

報に関する要件、７．本指令の発効および施行

日」が規定された本文と、３つの付属文書「１．

世界的共有地域に対する環境配慮要件、２．外

国および保護対象となる世界的資源に対する環

境配慮要件、３．参照文献」により構成されて

いる。

この国防総省指令は、かなり詳細な規定をも

ち、インターネット上でも公開されている。こ

のため、以下では、国防総省指令6050.7号の個

別規定を一律に検討することはせずに、その主

要な問題点を指摘していくことにする。

２国防総省指令6050.7号に基づく訴訟提

起の可能性

まず最初に指摘しておくべき点は、本国防総

省指令の「１．目的」の中で、本指令の目的が

内部手続を確立することにあり、何らの訴権を

生じさせるものではないことが明記されている

点である。

国家環境政策法に基づいて、域外軍事施設に

対する環境影響評価の実施を求めることができ

ないことは、すでに見たとおりである。また、

この国防総省指令が、訴訟の請求原因となる義

務を定めたものではないと規定されていること

から、市民や環境団体が、域外軍事施設・軍事

活動に関する環境影響評価の実施、適用レベル、

手続等の適否を訴訟で争う可能性は、完全に閉

ざされたことになる。
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る環境影響評価が、管轄権競合を理由に、実施

されないということであろう。このため、たと

えば日米合同軍事演習などについては、わが国

が環境影響評価を実施しないかぎり、包括的な

環境影響評価が一切なされないままに演習が実

施されることになる。さらに、環境影響評価法

制をまったく持たない発展途上国等に関しては、

本来であれば、環境影響評価の実施に関する管

轄競合が生じないにもかかわらず、発展途卜圃

側が当該行為へ参加したことを理由に、米国側

の環境影響評価が行われないことになる。

この狭義の概念を、さらに、有毒物質と放射性

物質にかかわる活動に限定して定義している。

このため、ここで掲げられている有毒物質およ

び放射性物質の影響に関係する連邦政府の域外

軍事施設における活動や域外軍事活動について

は、他の実施要件に関する制限や適用除外に該

当しない限りにおいて、環境影響評価の実施が

確保されることになる。その一方で、これに該

当しない場合には、環境影響評価の担当者が、

その裁量により、積極的に環境影響評価を実施

しようと決断しない限りは、その実施を期待す

ることはできないことになる。

４重大な被害を及ぼす行為

５環境影響評価が実施されない適用除外

対象
この国防総省指令においては、大統領命令

12114号において定義されていなかった「重大な

影響（sifinificanteffects）を及ぼす」という要

件について、これが形容詞節によるものである

ことから具体的定義こそおかれていないものの、

その実質的な意義が明らかにされている。すな

わち、付属文書２の第Ｅ2.2.1.2節において、

｢重大な被害（significanthaITn）を及ぼすものと

決定されるもの」とは、①その有毒性（toxic

effects）により、一般公衆に対する深刻な健康

上のリスクを環境にもたらすことから、連邦法

により米国内で禁止あるいは厳格な規制をうけ

ている物質をもたらし、あるいはこれを発生さ

せる活動、または、②放射性物質から環境を保

護するために連邦法により米国内で禁止あるい

は厳格な規制を受けている活動が、これに該当

するとしている。そして、同条後段では、この

①の「禁止あるいは厳格な規制をうけている」

という類型に入る物資として、アスベスト、塩

化ビニール、シアン化ビニール、イソシアン酸

塩、PCB、水銀、ベリリウム、砒素、カドミウ

ム、および、ベンゼンが規定されている７，)。

まず、この規定について着目すべきは、大統

領命令12114号で用いられていた環境に「重大な

影響（sifinificanteffects）を及ぼす」という文

言をそのまま用いずに、「重大な被害（signifi‐
cantharm）を及ぼす」というより具体的ではあ

るものの、明らかに大領領命令における文言よ

り狭い概念を採用していることである。そして、

以上から、城外軍事施設および軍事活動に対

する環境影響評価が実施されない主要な適用除

外対象は、①大統領命令12114号における国家安

全保障や国益にかかわる適用除外、②同大統領

命令における武器輸送に関する全面的適用除外、

③国防総省指令6050.7号による艦船、軍用機、

あるいはその他の軍用装備・機器の配置・展開

に対する全面的適用除外、④同指令による外国

政府が合衆国政府による活動に直接参加する場

合や合同で特定の行為を行う場合の全面的適用

除外、⑤｢連邦政府の主要な活動｣、「重大な被害

を及ぼすもの」という双方の実施要件や、その

他の配慮条件などを判断する責任者による裁量

的適用除外、があることがわかる。

また、国防総省指令6050.7号付属文書２の第

Ｅ2.2.1.2節が、「重大な被害（significanthalm）

を及ぼすものと決定されるもの」に該当する対

象物質の限定列挙を行っていることから、これ

らの物質により環境への重大な被害が生じると

判断されない場合については、環境影響評価の

実施の有無を判断する責任者の裁量的判断に、

その実施の有無が左右されることになるため、

確実に環境影響評価が実施されるという保障は

ないことになる。
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つ継続的に見直すことを標傍していたが、結果

として、これに基づいて、国防総省の環境影響

評価体制が変更されることはなかった。

その一方で、連邦議会は、1994年に会計検査

院（theGeneralAccountingOffice）に対して、

国家環境政策法と大統領命令12114号との実態的

な乖離を評価するように命じている。会計検査

院は、この要請に対して「国際環境一米国連邦

政府による域外活動に関する環境影響評価手続

の改善の必要性」と題された報告書即)を作成し、

この問題を詳しく分析した。

同報告書は、大統領命令12114号に基づく域外

環境影響評価体制を国家環境政策法と比較して、

①同大統領命令の要件は、より暖昧であり、②

適用対象となる行為、要求される分析、手続、

参加者のいずれにおいても制限的であり、③文

書の種類や評価過程で用いられる分析の種類に

ついて、十分な規定を行っておらず、④行政機

関相互の監視がなく、公的参加、および司法審

査などによる評価過程に関する外部による審査

が求められていない、などの多くの問題点を指

摘している。

その一方で､同報告書は､国家環境政策法を直

接的に域外適用した場合には、①外国政府が管

轄する領域に対して米国法を適用すると、他国

の主権を侵害する可能性があること、②国家環

境政策法において認められている訴訟原因に基

づいて、外交関係と国防政策に影響を与える恐

れのある訴訟が多数提起される可能性があるこ

と、③このような訴訟が起きた場合に､外交・防

衛に関する大統領権限に対する侵害を構成する

可能性があり、これにより合衆国憲法の定める

三権分立制度に抵触する恐れがあること、④他

国で国家環境政策法に基いた環境影響評価を実

施した場合の費用の問題、⑤国家環境政策法が

規定する公的参加要件を他国で実施しようとす

る場合、行政文書の翻訳、外国での公的ヒアリ

ングの実施などに伴う問題、などが生じること

を指摘している。

この会計監査院による問題点の指摘は、一般

論としては適切であるものの、なぜ国家環境政

策法を、受入国等が参加しておらず、他国の主

権侵害が起こりえない域外軍事活動に適用でき

６各軍の環境影響評価に関する法規範と

担当者

これまで、大統領命令12114号と国防総省指令

6050.7号による域外軍事施設と域外軍事活動に

対する環境影響評価に関する規定を見てきたが、

実際に環境影響評価を実施することになる各軍

は、これらに基づいて作成された域外環境影響

評価に関する指針を作成している。

各軍が、自らの活動が環境影響評価の対象と

なるか否かを判断する場合には、当該活動が、

国防総省指令等に定められた適用要件と、適用

除外対象とに該当するかどうかを検討しなけれ

ばならない。適用除外対象と、環境に「重大な

影響を及ぼす」と「主要な連邦政府の行為」とい

う２つの要件については、国防総省指令6050.7

号と各軍がこれを具体化した指針の中で、一定

の枠組みが与えられているものの、その他の条

件については、担当者の裁量的判断が大きな役

割を果たすことになる。軍の当該域外活動がこ

れらの要件に該当するか否かについては、当該

軍事施設司令官が、実際に環境影響評価を担当

する法務官と国防総省環境執行官（DoDEnviron‐

mentalEXecutiveAgent）に相談したのちに、決

定する。

域外軍事施設・軍事活動に適用される

環境影響評価法制と国家環境政策法と

の乖離

７ 

これまで見てきたように、この大統領命令

12114号に基づく国防総省指令6050.7号による域

外における環境影響評価法制には、適用除外対

象が多く、また適用される場合においても範囲

が限定的で、その他の場合には裁量に依存する

などの問題点が存在した。

クリントン大統領は、国内における国家環境

政策法と域外における環境影響評価体制と実体

的乖離を調査する目的で、「国家環境政策法の域

外適用に関する米国の政策」と題された大統領

調査命令NSC-23号別)を1993年に出した。この

大統領調査命令は、大統領命令12114号に基づく

国防総省の環境影響評価体制の有効性を完全か
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要件を決定するための政策を立案しなければな

らない。この政策の立案にあたっては、同長官

は、その政策が、このような施設に勤務する軍

人および民間人の健康と安全を適切に保識する

ために、十分な配慮を行なうこと｣")と明記され

た。もっとも、この文言にみられるように、連

邦議会の主たる関心は、域外に派遣された米国

人の安全に向けられたものであって、受入国の

環境保護や、国際的な環境保謹に＋分な配慮が

なされていたとは言いがたい。

国防総省は、1991年に、連邦議会による要求

にこたえ、「域外軍事施設における環境基準の設

定と実施のための国防総省政策」と題された国

防総省指令6050.16号85)を定めた。この国防総省

指令に基づいて最初に域外最終基準が制定され

たのは1992年であった。このことは、国防総省

が、域外軍事施設における環境基準について、

1978年に大統領命令12088号が出されてから14年

間にわたり、各軍ごとのばらつきや矛盾を放置

し、さらには、受入国の環境法令情報を十分に

獲得しないままに活動してきたことを意味する。

ないかを十分に説明していない。いずれにしろ、

連邦議会は、この調査報告を受けたのちも、こ

れらの問題に対して具体的な立法措置をとらな

かった。このため、域外軍事施設・軍事活動に

対する環境影響評価体制に問題があることは、

立法、行政、司法のいずれにおいても認識され

ているにもかかわらず、現在まで根本的な改革

がなされないまま放置されている。

第３章域外環境保護基準

Ａ域外環境保護基準の制定に至る経緯

国防総省は、第２章で検証したように、１９７９

年の大統領命令12114号に基づいて、国防総省指

令6050.7号を迅速に施行し、域外活動に関する

環境影響評価の実施体制を整えた。これに対し

て、1978年に、大統領命令12088号が、域外環境

保護基準の策定を求めたにもかかわらず、国防

総省は、この基準策定作業を放置し続けた。

この国防総省による域外環境基準策定作業が

遅れている点については、連邦議会下院の環境・

エネルギー・自然資源小委員会でとりあげられ、

その要請により会計検査院による調査が行われ

た。会計検査院は、1986年と1991年の２度にわ

たる報告書の中で、域外の基地における有毒廃

棄物の貯蔵と処理に適用される基準について、

基地ごとに混乱が見られるとの評価を下すとと

もに、この混乱の原因は、①有毒廃棄物管理に

ついて、米国法と受入国の法令とをいかに適用

するかを決定する明白な国防総省指令がないこ

と、②各軍の発行した指令が矛盾していること、

および、③個別の基地レベルでは、受入国の法

令に関して十分な情報がないこと、にあると指

摘した82)。これらの会計検査院報告書の指摘に

より、国防総省は、大統領令12088号を実施する

ために、包括的な域外環境保護基準を策定する

必要に迫られた。

そして、連邦議会は、ついに、1991年会計年

度国防授権法鬮)において、国防総省に、域外軍

事施設における環境基準の策定を命じるに至っ

た。同法では、この点について、「国防長官は、

米国域外に存在する軍事施設に適用される環境

Ｂ域外環境基準指針文書

現在、米国の域外軍事施設に関する環境基準

の枠組みを規定しているのは、前述の国防総省

指令6050.16号が廃止された後に定めたられた、

1996年の「域外軍事施設における環境遵守に関

する管理」と題された国防総省指針4715.5号"）

である。

この国防総省指針は、受入国ごとの環境基

準を策定するために、２段階のシステムを採

用している。その第１段階では、国防総省が、

米国の国内環境法を参照しながら、域外環境基

準指針文書(theOverseasEnvironmentalBase

lineGuidanceDocument）と呼ばれる域外に共

通して適用される環境保謹基準を策定する87)。次

の第２段階では、この域外環境基準指針文瞥と、

当該軍事施設の存在する受入国の環境法とを参

照しながら、最終管理基準（FinalGoverning

Standards）と呼ばれる受入国ごとの環境基準指

針文書が設定される鑓)。この最終管理基準こそ、

当該受入国における米軍施設に具体的に適用さ

Hosei University Repository



9７ 

れる環境保護基準である。わが国の米軍施設に

対しては、「日本環境管理基準」と呼ばれる最終

管理基準が適用されている。

以下では、まず域外環境基準指針文書の概要

を見たあと、最終管理基準と日本環境管理基準

について検討する。

２適用除外

国防総省指針4715.5号第Ｂ､1節は、いかなる

場合に、域外環境基準指針文書が適用されない

かを規定している。この適用除外規定のうち重

要なものは、典型化された４つの実体な適用除

外規定と、新たな適用除外を申請する場合の手

続規定である.

まず、以下の４つの場合には、域外環境基準

指針文書は適用除外となる。その第１は、米国

軍艦船・米国軍用機の作戦、（国際合意や他の国

防総省指令・指針等に従うとの限定はあるもの

の)基地外の作戦と訓練を目的にした配備、また

は、米軍艦船と米軍用機に対する米軍による支

援機能（廃棄物や資材の管理・処分を含む)、の

いずれかに該当する場合である兜)｡第２は､大統

領命令12344号で規定され、合衆国法律集第42編

第7158章(42ＵＳＣ,7158)に基づき行われる海

軍原子力推進計画（theNavalNuclearPropulsio、

Program）の実施に伴う諸施設・諸活動への適

用除外である'3)。第３は、国防総省の過去の活

動により引き起こされた環境問題を治癒するた

めの回復措置（remediation）に関する決定や行

為に対しては、本指針文書は適用除外となる")。

第４は、大統領命令12114号に基づいて行われる

環境影響評価も、本指針文書の適用から除外さ

れる95)。

これらの実体的な適用除外のうち、最大の問

題は、第１の適用除外である。戦時・武力衝突

時における作戦のための軍艦・軍用機の基地外

における配備に対して、平時における環境保護

プログラムである城外環境基準指針文書が適用

されないのは理解できる。しかし、平時におけ

る基地外の軍艦・軍用機の訓練について、制限

付ではあるものの適用除外対象となることは、

受入国側との関係で、環境問題の解決を阻害す

る要因を残す可能性があろう。

第２の適用除外対象である原子力航行艦船や

その関連施設については、立法により、別体系・

別組織により管理されている。このため、原子

力空母や原潜の寄港、または、その関連施設に

関する環境保護基準については、域外環境基準

指針文書ではなく、上記の立法および関連する

１域外環境基準指針文書の環境基準

域外環境基準指針文書の策定を規定している

のは、国防総省指針4715.5号である。同指針は、

域外環境基準指針文書が、国防総省により「米

国内の国防総省管轄の軍事施設、その他の施設、

および行動に現在適用されると考えられる、一

般的に受け入れることのできる環境基準を考慮

しなければならない」という判断基準の下で、

作成されると規定している89)。このため、域外

環境基準指針文書に用いられる環境基準は、米

国内の軍事施設に適用される環境基準と同一の

ものではない。その一方で、連邦議会が当初か

ら域外適用を意図した連邦法だけは、完全にこ

の指針文書の中に盛り込まれることなるが90)、そ

のような連邦法は、すでに見たように非常に限

定されている。

このように直接的に域外適用が意図されてい

るものを除く大半の米国環境法は、域外環境基

準指針文書を作成するにあたり、一応の基準と

して「考慮」されているに過ぎない。このよう

な厳格性を欠く基準設定方式が採用されている

理由としては、域外軍事施設・軍事活動におい

ては、より「柔軟性」を確保する必要があるこ

とが挙げられている,')。しかし、この「柔軟性」

を確保するという目的のために、域外環境基準

指針文書で採用される環境基準が、米国内にお

ける軍事施設に対して適用されている環境基準

よりも緩和される可能性があることは否定でき

ない。

以下では、この域外環境基準指針文書につい

て、その適用除外、訴権、制定手続、有害廃棄

物の処分、という重要な法的問題に限って検討

していくことにする。
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諸規則の内容を検討する必要がある。

第３の過去の環境汚染に対する浄化措置につ

いては、後述する国防総省指令4715.8号「国防

総省の域外活動に関する環境回復｣妬)により、閉

鎖される基地の浄化活動が規定されていること

から、域外環境基準指針文書の適用除外となる

ことは当然である。また、第４の環境影響評価

に関するシステムも、すでに見たように大統領

命令12114号を具体化した国防総省指令6050.7号

の下で実施されることから、この適用除外も了

解できる。

次に、新たな適用除外を申請する場合の手続

規定を検討する。この国防総省指針4715.5号で

は、域外環境基準指針文書に基づいて作成され

た国別の最終管理基準の遵守義務'7)、または、最

終管理基準が存在しない場合における国際合意

等による環境基準の遵守義務'8)に対する適用除

外申請手続が、第Ｆ,６節において、詳細に規定

されている991．

適用除外申請の対象として認められるのは、

特定の域外軍事施設における最終管理基準の遵

守が、①当該施設における活動に重大な支障を

もたらす可能性がある場合、②受入国との関係

に悪影響を与える場合、③閉鎖されることが予

定されている城外軍事施設、または、軍事施設

の再編が予定されている施設で、将来、適用除

外となることが明らかであるにもかかわらず、

現時点で、その物理的な改善のために相当の予

算の支出が要求される場合、に限られている。も

っとも、この適用除外申請は、米国法の域外適

用がある場合や、国際合意に違反する場合につ

いては認められていない。

国防総省環境執行官（DoDEnvironmental

ExecutiveAgent）は、このような適用除外申請

の適否を決定する権限をもつ'00)。当該適用除外

申請の理由が受入国の環境基準を理由とする場

合については、通常、米国の外交使節（あるい

は国際合意に基づいて設立されたその他の機関）

と受入国側の責任のある機関と相談したうえで、

この決定がなされることになる'01)。

３訴権

次の問題は、国防総省指針4715.5号第Ｂ,２節

において、本指針が、合衆国政府、その行政機

関、および構成員に対して、強制執行可能な法

律上あるいは衡平法（equity）の実体的・手続

的な権利または利益を創出するものではないと、

確認されていることである'０２)。このため、本指

針に関する違反等が存在する場合であっても、

これを理由に裁判で争うことができないことに

なる。

この問題については、「第５章域外環境保謹

政策の監査と刑事責任」において検討すること

にする。

４制定手続等

国防総省指針4715.5号の「D・政策（Policy)」
以下では、具体的な域外環境基準指針文書と最

終管理基準の制定方針と運用手続が規定されて

いる。適用除外については、すでに述べたので、

それ以外のいくつかの重要な点について指摘し

ておきたい。

まず、域外環境基準指針文書は、必要に応じ

て見直しがなされることになるが、少なくとも

２年ごとに見直しを行う義務が課されている'03)。

最終管理基準も、定期的な見直しが要求されて

いるが、これも少なくとも２年ごとの見直しが

要求されている!")。

受入国ごとに制定される最終管理基準は、そ

の制定権者たる国防総省環境執行官（DoD

EnvironmentalExecutiveAgent）が、域外環境

基準指針文書を用いて策定する。域外環境基準

指針文書で定められている基準が、最終管理基

準に取り込まれる受入国の環境基準や国際合意

で定められた環境基準と矛盾する場合には、人

の健康と環境にとって、より保護的な基準を定

めている方が採用されるjo`)。

最終管理基準の制定手続において、受入国の

環境基準として取り込まれるものは、①適切に

定義され、受入国政府および民間部門に対する

効力と執行力をもつ基準と、②受入国の地方公

共団体における条例のうち、法律で委任された
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権限を執行する委任条例に限定されている106)。

この２つの限定的な要件のもつ意味は大きいた

め、若干の説明を付しておく。

まず、①については、国の法令の中でも法的

執行力のある基準に限定されている。このため、

わが国の環境基本法第16条にいう「望ましい基

準」としての「環境基準」は、それだけでは法

的執行力をもたないことから、別の法令におい

て当該環境基準に対する違反に対する執行力が

確保されない限り、最終管理基準に取り込まれ

ないことになろう。②については、委任条例で、

地方自治体による執行が可能なものについては、

最終管理基準に組み込まれる。しかし、それ以

外の条例（つまり自主条例等）は、最終管理基

準には取り入れられないことになる。このため、

米軍基地周辺の地方自治体が、委任条例以外の

条例等により環境保護規制をおこなっても、米

軍の域外環境保護基準を定めるこの最終管理基

準に含まれることはないのである。

なお、国防総省構成単位は、ＤＵＳＤ（ＥＳ）

(DeputyUnderSecretalyofDefensefOrEnvimか

mentalSecurity，国防次官代理（環境安全保障

担当)）に対して、個別の域外軍事施設ごとに、

最終管理基準を遵守しているか否かについて、

情報を提供する義務を負う。これらの情報は、

連邦議会に対する国防総省の年次報告書の中で、

環境遵守の内容（environmentalquality）として
報告される、)。

れる国の適切な機関による、明示または黙示の

処分に関する合意が必要であり、③上記の要件

を満たすことができない場合には、当該有害廃

棄物は、国防次官代理（環境安全保障担当）に

より承認されたその他の処分に関する協定が存

在しない限り、米国、または、適用される条件

が合致するその他の外国において処分しなけれ

ばならず、①国防総省が排出した有害廃棄物質

を外国で処分できるか否かは、国防総省環境執

行官が、関連する国防総省構成単位および米国

外交使節の長と相談した上で決定され、かつ、

⑤有害排気物質の輸送および貯蔵に関しては、

最終管理基準の遵守に加え、地位協定および他

の適用を受ける国際合意を遵守しなければなら

ない、と規定されている。

Ｃ最新の域外環境基準指針文聾とその内容

最新の域外環境基準指針文書は、2000年３月

15日に施行されたものである、)。当初、この改

正では、氾濫原、海岸部、湿原、鉛塗料、非爆

発兵器（unexplodedordnance)、不特定源排水、

汚染防止、演習場とその浄化に関する最低基準

について、新たな条項が設けられると予想され

ていたが、このうちで具体的基準が設定された

のは、鉛塗料にとどまった。この域外環境基準

指針文書の改正に伴い、全部で26ある域外最終

管理基準が、見直され、更新された。

この2000年３月15日付の域外環境基準指針文

書の構成は、以下のとおりである。「第１章概

観｣、「第２章排気放出（AirEmissions)｣、「第

３章飲料水｣、「第４章廃水（WasteWater)｣、

｢第５章有害物質｣、「第６章有害廃棄物｣、

｢第７章固形廃棄物｣、「第８章医療廃棄物管

理｣、「第９章石油、油、潤滑油｣、「第10章騒

音(規定留保)｣、「第１１章殺虫剤（Pesticides)｣、

｢第12章歴史的・文化的財産｣、「第13章自然

資源および絶滅危慎種｣、「第14章PCB｣、「第

15章アスベスト｣、「第16章ラドン（規定保

留)｣、「第17章含鉛ペイント｣、「第18章漏出

防止対策および対処計画｣、「第19章地下貯蔵

タンク｣。なお、ここで規定保留とされている２

つの章においては、章の見出しのみが書かれて

５有害廃棄物の処分

国防総省指針4715.5号は、その第Ｆ,４節に

おいて、国防総省指針4715.4号「汚染防止指

針｣噸)とは別途に'０，)、域外における有害廃棄物

(HazardousWastes）の処分について規定してい

る''0)。

そこでは、国防総省の構成単位は、その活動

により生じた廃棄物のうち、米国法または受入

国法において有害廃棄物とされるものについて

は、①域外環境基準指針文書、最終管理基準、

適用を受ける国際合意を遵守しない限り、これ

を処分してはならず、②適用される国際合意が

存在しない場合には、当該廃棄物の処分がなさ
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いるだけで、あとは空欄になっている。

この「第１章概観」の規定は、ほとんど、国

防総省指針4715.5号に基づいたものであるが、

これと異なる重要な点が３つあるので、指摘し

ておきたい。まず、その第１点は､受入国法の適

用「要件」について、国防総省指針4715.5号で

の要件に加え、「受入国軍に一般的に適用のある

もの」という要件が付加されている点である112)。

この要件は、国防総省指針4715.5号が、受入国

政府および民間部門に対する効力と執行力をも

つ基準を、最終管理基準における受入国法の採

用基準としていることと比べると、より限定的

な要件となる可能性がある。しかし、受入国に

とっては、自国軍に対する環境保誠規制よりも、

米国駐留軍に対して適用される規制を厳しくす

べき正当事由はないことから、当然の要件とし

て認めることができよう。

第２点として、域外環境基準指針文書では、

最終管理基準において用いられている環境基準

の法源を、米国法、受入国法、または、国際合

意のいかんによらず、明記しないと規定されて

いることが指摘されるべきであろうu3)。つまり、

最終管理基準において定められている環境基準

は、いったいどの国の如何なる法令、または、

条約等に基づいて規定されているのかが、明ら

かにされていないのである。この点は、国防総

省にとっては、この内部規範たる環境保護基準

の運用効率を高めるために、当然のこととされ

るのかもしれない。しかしながら、受入国側に

とっては、最終管理基準における個々の環境基

準の適否が国会等で問題になった場合に、政府

としては十分な説明責任を果たせない要因のひ

とつとなる可能性がある。

第３は、この域外環境基準指針文書では、汚

染防止の概念が、最終管理基準の策定に際して

｢考慮される」べき事項にとどまっている点であ

る。すなわち、汚染防止は､必ずしも優先的事項

とは言えず、「経済的利益があり、任務遂行要件

に合致する場合には、汚染防止は、最終管理基

準、あるいは、最終管理基準が定められていな

い受入国に適用される域外環境基準指針文書の

遵守を達成するための好ましい手段である」'１`）

と規定されるにとどまっているのである。

、最終管理基準

最終管理基準の策定手続については、すでに、

域外環境基準指針文書のところで述べた。その

ため、以下では、その規定項目と問題点につい

て指摘するにとどめる。

１最終管理基準の規定項目

最終管理基準によりカバーされる一般的な項

目は、域外環境基準指針文書に含まれている章

構成と一般的に同一のものである。特定の受入

国の最終管理基準においては、受入国法を反映

して、構成上の変更があるものが存在するとさ

れているが、わが国の最終管理基準である日本

環境管理基準は、域外環境基準指針文書の構成

と完全に一致した19章からなる構成をとってい

る。

なお、域外環境基準指針文書で規定保留とさ

れている「第10章騒音（規定留保)」および

｢第16章ラドン（規定保留)」の２つの章につ

いては、日本環境管理基準においても、何らの

基準も設定されずに、章立てのみが残る空白の

章となっている。

２最終管理基準の問題点

最終管理基準は、当該受入国の国防総省施設

に適用される唯一の環境基準を定めている。確

かに、この最終管理基準により環境保議活動を

行なえば、広範な適用除外と合わせて、柔軟な

運用が可能である。

しかしながら、この最終管理基準による環境

保護システムには、多くの問題点があることも

確かである。まず第１に、最終管理基準の策定

手続には、連邦行政手続法が適用されず、一般

公衆からの監視が届かないものであるため、そ

の策定に関して、環境保護よりも軍事的使命が

優先される恐れがある。第２に、最終管理基準

の特定の項目は、米国内の基準より緩いもので

ある場合があることから、この点を受入国側の

市民から指摘された場合、環境外交の阻害要因

となる可能性がある。第３に、受入国の管轄権
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TechnicalWorkingGroup）により審査がなされ

ているＭ１。この環境分科委員会とは、日米地位

協定に基づく日米合同委員会OomtCommittee）

の下部機関として環境保全に関する協議を行う

ために設置された委員会であり、この日本国側

議長は環境省環境管理局総務課長、米国側議長

は在日米軍司令部第４部部長が務めているu，)。

このうち、第４回改定と第３回改定版との主要

な差異は、次のとおりである。まず、①米国の

根拠法令が、（i）1996年４月22日付の国防総省

指令4715.5号「域外施設における環境遵守管理

(ManagementofEnvironmentalComplianceat 

OveTseaslnstallations)」と、（ii）2000年３月１５

日付の国防総省文書4715.5-Ｇ号「域外環境基

準指針文書｣に従ったものとなったこと､②日本

法に基づいて、（ｉ）排気放出(AirEmissions)の

章と、（ii）自然資源および希少生物（Natural

ResourcesandEndangeredSpecies）とが大幅

に改正されたこと、③騒音、ラドン、および域

外環境効果（EIwironmentalEffectsAbroad）の

各章が削除され、①鉛含有塗料に関する章が、

第20章から第17章へ移されたことである'20)。

日本環境管理基準は、第1-1節「目的」に規

定されているとおり、「この文書は、1996年４月

22日付の国防総省指針4715.5号「域外施設にお

ける環境遵守管理ｊと、2000年３月15日付の国防

総省文書4715.5-Ｇ号「域外環境基準指針文書

(OEBGD)」による指示を含むものである」'21)。

このため、すでに国防総省指針4715.5号、域外

環境基準指針文書、最終管理基準の各箇所で指

摘した法的諸問題が、この日本環境管理基準に

おいても、そのまま妥当することになる。

日本環境管理基準が、これらの上位規範に加

えて適用除外を規定している点は、第１－２節

｢適用」において、「a，国防総省施設のうち、自

然環境に対して最小限の潜在的影響をももたら

さないもの（たとえば、大使館付武官事務所、

防衛協力事務所、海外購買事務所、および、そ

の他の類似の事務所等、主たる機能が行政的な

性質の事務所)、または、国防総省の構成単位が

暫定的または断続的にのみ管理権を行使する場

合。ｂ、賃貸された施設、共同利用される施設、

またはこれに類似する施設で、国防総省が、そ

と競合がおこらない域外軍事活動について、な

ぜ米国国内法ではなく、最終管理基準が適用さ

れるのかについて、説得力のある説明がないこ

とも問題であろう。第４は、適用除外の対象が

広範であることである。そして最後に、最終管

理基準は、あくまでも国防総省単位にとっての

内部規範であり、訴権を生じさせるものではな

いことから、受入国側の市民にとって、個別の

被害が生じた場合であっても、最終管理基準を

根拠として訴訟を提起することはできず、政府

間交渉による国際合意により、改善を期待する

ことしかできない点である。

Ｅ日本環境管理基準

わが国にある国防総省施設に適用される最終

管理基準は、日本環境管理基準（JapanEnviroIT

mentalGovemmgStandards）と呼ばれている。

この個別の章における具体的な規定は、具体的

な環境基準に関する詳細なものであり、必ずし

も法学論文の対象足り得ない。このため、ここ

では、現行の日本環境管理基準の冒頭メモと

第１章「概観」のうち、中心的な法律問題に限

って検討する。

日本環境管理基準が初めて制定されたのは、

1995年であり、最新のものは2002年のものであ

るns)。在日米軍司令官（coMuSJAPAN）は、環

境執行官として、２年毎、または、場合によっ

てはこれより短い期間内に、日本環境管理基準

を更新する義務を負っている'16》・以下に、この

改正過程を示す''7)。

この最新版の策定にあたっては、日本政府、

在日米軍総司令部（HQUSFJ)、各軍、および在

日米国大使館からなる環境分科委員会（the

EnvironmentalSubcommittee）の下に設置され

た日本環境管理基準技術業務グループ（theJEGS

版 発行・改正年月日

第１回（Fhぢtlssue） 1995年１月31日

第２回（Secondlssue） 1996年５月31日

第３回（T11irdlssue） 1997年１月31日

第４回（Fburthlssue） 2001年10月31日

第1.1版（Version1.1） 2002年６月14日
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の機関や機能に関する基準の規則制定について、

管理権限を持たない場合｡血蝿)であるが、これは

適切な適用除外と言えるであろう。

また、第1-7節「許可書およびライセンス」

では、「米国と日本との間で締結された地位協定

に基づき、国防総省の活動とその施設には、日

本の許可書およびライセンスは要求されない。

しかしながら、特定の契約において特定された

行為に対して、特別の許可およびライセンスが

必要となる場合があるＪ１83)と規定されている

が、これは地位協定の内容を取り込んだ規定で

ある。

この第１節の中で、日本環境管理基準の上位

規範と比較して、欄極的に評価しうる点が、３つ

存在する。その第１は、第1-9.2節において、

「日本国における国防総省の活動および施設は、

在日米軍司令官の事前の同意を得ることを条件

に、本基準で要求されているよりも、より保護

的な補助基準を発行することができる。より厳

格な基準を採用する場合の申請は、当該活動お

よび施設に対する影響と、日本の政府機関との

関係に基づいて評価される。国防総省の活動お

よび施設は、資源を求める全ての申請において、

日本環境管理基準との差異を明白に特定するこ

と｡」と124)、具体的な規定を置いている点であ

る。このことから、特定の環境基準が政治問題

化した場合に、具体的に対応する余地が確保さ

れていると言える。

第２は、第1-9.3節において、「これらの基準

は、罰則規定としての性格をもつ指令として、

発行されるものではない。しかし、施設および

活動に責任をもつ司令官は、これらの基準を実

施するために、罰則規定を伴う命令を発するこ

とができる｡小25)と規定している点である。本

来、最終管理基準は、当該受入国における環境

基準として、罰則を課すための注意義務を定め

たものではない。このため、第５章で検討する

ように、たとえ米国国防総省の構成員がこれに

違反しても、多くの場合、刑事的制裁が課され

ることはない。本規定は、このような最終管理

基準の運用について、例外的に、具体的な訴追

の可能性を示す珍しい条項であると言えよう。

この点については、第５章で言及する。

第３は、第1-10節「監査」において、詳細な

監査手続規定をおいていることである。各施設

において、内部自己監査は､外部監査が行なわれ

た年を除き、少なくとも年１回実施され、３年に

１回は外部監査が行なわれる]2`)。ただし、日本

環境管理基準は､他の最終管理基準と同様に､汚

染浄化に関する基準ではないため、第1-10.1節

後段が規定するとおり、「この監査プロセスは、

施設の閉鎖、対処、浄化、または、過去の環境

問題に対処するための行為に関する特定の活動

に言及するものではない｣、)ことになる。

現行の日本環境管理基準に関する最大の問題

点は、すでにのべたとおり、前の基準と比較し

て、騒音、ラドン、および域外環境効果の各章

が削除された点であろう。特に、米軍基地に起

因する騒音問題について多くの訴訟が提起され

ているわが国においては、騒音の章が削除され

た点は、大きな後退と評価せざるを得ない。も

ちろん、日本環境管理基準において、わが国の

騒音に関する環境基準が採用されていない理由

は、わが国の「環境基準」が法的執行力をもつ

基準ではないためであり、米軍基地騒音問題を

根本的に解決するためには、米国側への要求以

前に、この点が国内法で改善される必要がある。

この騒音に関する環境基準が削除された理由と

して、日本環境管理基準第1-13節第a項は、次

のように規定している。「a．「第10章騒音（削

除)」域外環境基準指針文書検討委員会（OEBGD

ReviewCommitbee）は、米国内の軍事活動また

は米国内の国防総省施設から生じる騒音に適用

される連邦法または連邦規則が存在しないこと、

および、域外環境基準指針文書が全体としては

城外の軍事活動には適用されないことから、同

章を削除することができるものと判断した。同

検討委員会は、騒音に関する軍規則とプログラ

ム・ガイダンスは、国防総省の域外施設におけ

る人間の健康と環境に対する保謹を確実にする

ものとして適切なものであると判断した｣。この

ように、旧基準第10章の削除は、上位基準たる

域外環境基準指針文書の改定にそってなされた

ものである。

なお、日本環境管理基準に関する問題は、わ

が国の国会でも多々議論されてきている。この
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中で、日本環境管理基準の性格や規定の内容に

ついて、最も具体的、かつ、まとまった質問と

思われるのは、第154国会における原陽子議員に

よる「米軍基地に関する「日本環境管理基準」

に関する質問主意書」であろう'28)。この質問主

意書は、福田康夫総理大臣臨時代理による答弁

書１劃において、以下の注目すべき５つ政府見解

を引き出している。それは、①日本環境管理基

準の訳文及び解説書を作成し、公表するか否か

は、第一義的には合衆国が判断することである

と考えるという点（日本国政府は、基地周辺の

地方自治体等の要請があった場合でも、このよ

うな訳文・解説書を自ら作成し、配布する予定

がないということ)、②｢環境分科委員会の議事

録は日米両国政府の合意なしには公表しないこ

ととされており、環境分科委員会においてどの

ような事項が議題とされたかについては、これ

を公にすることにより、合衆国政府との信頼関

係が損なわれる等のおそれがあるため、答弁を

差し控えたい」として、日本環境管理基準の訳

文・解説書に関する自治体からの要望を同意委

員会で議論したか否かについても答弁しなかっ

た点、③日本環境管理基準においては、騒音、

振動及び悪臭に係る基準が設定されていないこ

と、④｢政府としては、合衆国軍隊により発生し

た騒音、振動又は悪臭が合衆国軍隊の施設及び

区域以外の地域に影響を及ぼす場合には、必要

に応じて環境分科委員会等の枠組みを通じて適

切に対処してまいりたい」との方針を述べてい

ること、⑤日本環境管理基準において採用され

ている土壌に関する基準に関して、「JEGSには、

環境管理指令等に基づき、鉛及びポリ鉛化ビフ

ェニルによる土壌汚染に係る基準が設定されて

いると承知している。なお、平成14年５月に土

壌汚染対策法（平成14年法律第53号）が公布さ

れており、政府としては、今後、JEGS作業部会

等を通じて、同法における基準がJEGSに適切に

反映されるよう、合衆国軍隊に働きかけてまい

りたい」との方針を述べていることである。）

これらのうち、①と②については、これを不

満とする政党・会派もあるであろうが、これま

での政府方針からすれば、当然の対応かもしれ

ない。次に、③と④が示すように、騒音、振動

及び悪臭に係る基準が日本環境管理基準におい

て設定されていないという事実は、わが国にお

けるこれらに関する環境基準が、政府および民

間部門に対する効力と執行力をもつ基準ではな

く、かつ、受入国軍（自衛隊）に一般的に適用

のあるものではないと、日米地位協定に基づく

日米合同委員会の下に設置された環境分科委員

会において認識されていることを意味する。最

後に、⑤の土壌汚染対策法における基準を日本

環境管理基準に適切に反映されるようにすると

の方針は、同法は米軍基地を対象としたもので

はなく、かつ、日本環境管理基準において、わ

が国の環境基準として採用される要件を満たし

ていないようにも思われるが、おそらく同法施

行令第１条の有害物質について、その管理基準

を定めるように働きかけるとの意図であろうと

考えられる。

第４章域外軍事施設の閉鎖に伴う浄化問題

米国では、土壌汚染に対処するための連邦

環境法として、包括的環境対処補償責任法

(ComprehensiveEnvironmentalRestoration 

LiabilitiesAct）が存在する。同法は、国防総省

の国内の軍事施設や活動にも適用され、有効に

機能している。しかし、この土壌汚染回復措置

を定めた優れた立法は、米国の域外軍事施設に

対しては、適用がない。

そこで、以下では、米国の域外軍事施設にお

ける土壌汚染・地下水汚染に対して、どのよう

な法規範が適用され、いかなる対処がなされて

いるかについて、検討する。

Ａ1991年会計年度国防授権法による政策策

定要求と予算問題

国防総省は、域外軍事施設における環境基準

の策定と同様に、1991年に至るまで、域外軍事

施設が閉鎖される場合の汚染浄化措置について、

なんらの具体的な指針も策定してこなかった。

連邦議会は、この問題に対処するため、１９９１

年会計年度国防授権法第342条第(b)項第(2)号にお

いて、「国防長官は、合衆国域外に位置する軍事
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施設において存在する可能性のある環境汚染の

浄化に関して、国防省の責任を決定するための

政策を策定しなければならない。この政策を策

定するにあたっては、国防長官は、（地位協定の

ような）適用される国際的な合意、多数国家に

よる、または、二国間共同による当該軍事施設

の利用と作戦使用、集団的防衛負担に関する相

対的な負担、および交渉による調整を考慮に入

れなければならない」'301との政策策定要求を行

なっている。

1991年会計年度国防授権法によるこの政策策

定要求自体は、高く評価できる。しかし、連邦

議会は、同法において、実際に域外軍事施設に

おける汚染浄化措置に必要となる予算措置を、

何も講じなかった。もっとも、同法の立法過程

資料を見ると、必ずしも最初から予算確保が放

棄されていたわけではないことがわかる。すな

わち、当初の法案では、域外の米軍基地が閉鎖

される場合には、国防総省に、残余価値（ICsid‐

ualvalue）の回復を命じる強力な条項が存在し

ていたのである。たとえば、上院の法案では、

｢合衆国が負担する環境浄化の費用は、いかなる

場合においても、閉鎖する域外軍事施設の残余

価値を越えるものであってはならない」'３，と規

定されており、少なくとも残余価値との相殺に

至るまでの予算確保が予定されていたのである。

だが、連邦議会は、「外国に存在し合衆国により

利用された基地の環境回復は、受入国側の責任

であると信じていた」ことから、この条項は法

案から削除されてしまったのである煙１．その一

方で、下院公用収用委員会は、国防総省に対し

て、域外施設の閉鎖に伴う回復措置についての

現在の努力と計画について報告することを命じ

るとともに、受入国側の協力についても分析す

ることを要求している1331。

このような連邦議会の考え方は、米国と軍事

同盟条約を締結し、その軍事施設を受け入れて

いる国家の国民にとって、納得のいくものでは

なかろう。なぜなら、①｢外国に存在し合衆国に

より利用された基地の環境回復は、受入国側の

責任であると信じていた」という論理は一方的

なものであり、②このような論理にたって受入

国側の協力を分析させるという政策は、地位

協定の対等性の点から見て疑問が生じ、かつ、

③国防総省に政策決定要求を行なう一方で、な

んらの予算措置を執らないということが、国防

総省が域外軍事施設の閉鎖に伴う浄化活動を十

分に推進できない最大の障害になっているから

である。そもそも、冷戦下で締結された米国と

の安全保障条約の多くにおいては、時代状況か

ら、受入国とその国民に対する環境・安全につ

いての配慮が十分になされていたとはいえず、

本来であれば、当該条約や地位協定において、

その根本的見直しが必要となるものであろう。

連邦議会は、その後も、域外の軍事基地の閉

鎖に伴う浄化活動に対して、十分な予算措置を

確保していない。このため、域外閉鎖基地の汚

染浄化活動に必要となる費用は、通常、当該軍

事基地の一般的な作戦および管理予算

(OperationsandManagementbudget（O&Ｍ)） 
から拠出されている。この予算不足に関する問

題は、会計検査院報告書において、次のように

指摘されている。「連邦議会は、国防総省の土地

浄化活動に重大な影響を及ぼす３つの行為をお

こなった。1995年には、連邦議会は、国防総省

の予算要求額よりも４億ドル少ない額で予算承

認をおこない、さらに、この承認された予算の

うち、さらに３億ドルを撤回した。最後に、1996

年会計年度では、国防総省の要求額よりも２億

ドル少ない額で予算を承認した」'鋼)。そして、

｢国防総省の下部機関は、連邦議会の活動と国防

総省指針に基づいて、予算の優先順位を調整し

ている。…高いリスクのサイトを優先すること

を奨励し、かつ、本質的でない浄化に関する調

査を後回しにしていた」135)。

このように、域外閉鎖基地の汚染浄化に関す

る連邦予算が十分に確保されていないという事

態は、受入国の国民、特に閉鎖予定基地の周辺

住民にとっては、基地内の土壌汚染・地下水汚

染が放置され、自分たちの健康や環境に被害が

及ぶのではないのかという不安を生むことにな

る。その一方で､実際に環境保護業務に従事する

米軍当局者にとっても、プライドをもって業務

を遂行することが困難になるという不満を引き

起こすことになる。さらには、当該城外軍事施設

の司令官と国防総省環境執行官（DoDEnviron‐
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mentalExecutiveAgent）は、関連支出を削減す
るために、環境保譲指針の暖昧さを利用せざる

負えないという、苦しい立場に追い込まれてい

ると言えよう。

この域外閉鎖基地の環境浄化に関する問題は、

連邦議会の予算措置に根本的な原因がある。こ

のため、わが国の政府関係者が、ＳＡＣＯの下で

米軍当局者と話し合いをおこなっても解決でき

る問題ではない。地位協定を改定するか、連邦

議会に対してロビー活動を行なう等、長期的な

視点にたった解決を目指すべきであると思われ

る。

２適用範囲

本指針の適用範囲は、第２節において詳細に

規定されているが、重要な点だけを指摘する。

まず、本指針は、米軍構成単位に対して適用が

あり１３，１、場所的には、域外の米軍施設のみなら

ず、受入国の関連施設における国防総省の活動

についても、その環境汚染の浄化活動の対象と

なる'`o)。

そして、現在の国防総省の活動および訓練に

より引き起こされた環境汚染の浄化は、本指針

の適用対象となるものの、実際の戦闘や予期さ

れる戦闘、防衛援助プログラム、平和維持活動、

または、救助活動に関連した活動には適用され

ないM1)。また、基地外における請負人によりな

された、兵姑業務、保守業務、管理補助業務に

対しても、適用がない'`２１。

Ｂ国防総省指針4715.8号

国防総省は、1991年会計年度国防授権法によ

る政策策定要求に対して、「域外基地および施設

の受入国への返還に関する国防総省の政策と手

続」と題された公式のメッセージ（SECDEF

MSGl31758ZJan92）等の中で、一応の政策指

針を表明したものの、具体的な指針は、なかな

か策定されなかった。具体的な指針は、1998年

になって出された国防総省指針4715.8号「国防

総省の域外活動に関する環境回復」】鰯)により、

ようやく確定されたのである。この国防総省指

針が、域外軍事施設に対する環境浄化に関する

現在の基本的な規範となっている。

以下、本指針の内容を概観することにする。

３手続

第５節「手続」では、①活動中の域外施設の

うち返還が決定されていない施設、②返還が予

定されている域外施設と、既に返還された域外

施設、③域外施設外への汚染に対する回復措置、

④人の健康と安全に対して認識された急迫かつ

実質的な危険と、その回復措置の程度の決定、

⑤汚染による不動産価値の減少と基地整備によ

り増加した残余価値とを受入国に対して相殺す

ること、⑥受入国による回復措置基金への出資、

⑦受入国との交渉、という条項が設けられ、詳

細にその内容が規定されている'網)。この第５節

は、日本における米軍基地が返還される場合に

も適用される。ここでは、本節の内容について、

以下の重要な３点についてだけ、指摘しておく。

第１は、この環境に関する対応措置に責任を

もつ司令官は、軍事施設の内外における国防総

省の活動により引き起こされた「人の健康と安

全に対して認識された急迫かつ実質的な危険」

に対して安全な状態を回復するための迅速な行

動をとることが義務づけられている一方で'")、

この基準を超えて環境回復措置が執られるのは、

国際条約により、米国にそのような義務が課さ

れている場合と'４s)、現場の担当司令官が、国防

１目的および市民訴訟の可能性

この国防総省指針4715.8号は、域外軍事施設

における浄化活動の施策を、具体的に規定した

ものである'37)。

もっとも、本指針により、国防総省、合衆国、

またはその官吏、機関、被用者に対して執行可

能な独立した権利を創出するものではなく、あ

くまでも国防総省の内部規範であることが、第

1.2節で明記されている蝿)。このため、本指針に

対する違反行為が存在する場合であっても、市

民は、本指針にもとづいて訴訟を提起すること

はできない。
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総省環境執行官と相談したのちに、裁量により、

作戦の維持、または、人の健康と安全の保謹の

ために必要であると決定した場合に限られてい

る点である１４６１．

第２に、すでに連邦議会が域外の環境浄化措

置について十分な予算を確保していないことは

述べたが、第５節で執られる措置そのものが、

｢予算の利用可能な範囲内において（Subjectto

theavailabilityofhmds)」という限定が付され

ていることである'47)。

第３は、第5.5節における、閉鎖され返還され

る基地の汚染による不動産価値の減少と、基地

整備により増加した残余価値とが、受入国に対

して相殺されるという内容である'ｲ８１。この条項

自体にも問題があるが、日米地位協定では、米

国が受入国に対して残余価値の支払義務を免除

することと交換に、米国に対する不動産に関す

る原状回復義務を免除している。このため、日

米間においては、国防総省指針4715.8号第5.5節

の相殺規定によらず、日米地位協定に基づいて、

わが国は、米軍が行なった必要最低限と思われ

る回復措置を上回る環境浄化措置を行なう必要

が生じ、かつ、その費用を負担することになる。

わが国が日米地位協定を締結した当時、在日米

軍が土壌汚染の十分な回復措置を予算の欠如等

の理由から行なわずに基地を返還し、そのため

に、わが国が、莫大な環境浄化措置のための費

用を負担することになるという事態は想定して

いなかったと考えられることから、今後、この

点は、地位協定の改定を行なうべきポイントの

ひとつとなろう。

起こされたフィリピンにおける環境被害を浄化

するためには、個々の基地ごとに1215万ドルが

必要であると見積もっている'50)。

しかし、RichardSolomon在フィリピン米国

大使は、この報告書も含めた様々なレポートを

否定し、有害廃棄物は、米国に300万ドルをかけ

て移送されたと主張した。また、国防総省も、

フィリピンとの基地設置合意および国防総省の

域外汚染浄化プログラムを遵守しているとの主

張を展開した。

これらの主張はいずれも真実であるが、重要

なことは、米軍は、米国へ有害化学物質の移送

を行ない、域外浄化プログラムを遵守したもの

の、土壌や地下水の浄化は放置されたというこ

とである。このため、「フィリピン内の米軍基地

を米国が占有・管理していた間に引き起こされ

た環境被害に関する浄化には、数百万ドルの費

用が必要であり、この実質的費用をフィリピン

は支払うことができない。最後に有効に締結さ

れた軍事合意においては、米国の環境上の責任

については十分に規定されていないものの、同

合意では、米国が占有している期間において、

これらの基地における米軍施設に対する米国の

利用と管理権が明白に与えられていた。合衆国

は、４５年間にわたり、その利益を享受したので

ある。フィリピンに対してなされた援助は、こ

の権利や利益とは別なものである。よって、こ

の援助は、これらの基地の利用に対する補償や

｢賃貸料」ではない｣'51)といった批判を浴びる結

果を生じた。

同じ問題は、パナマにおける米国軍事施設の

返還についても生じた'52)。この返還に適用され

る条約においては、「本合意に基づく活動あるい

は作戦が終了した場合、合衆国は、人の生命、

健康、安全に対するすべての危険を除去するた

めに、現実的である限り（insofarasmaybe

practicable)、これを確実にする全ての手段をと

る義務を負う」!”)と規定されていた。このため、

同軍事施設に対する汚染浄化が十分なものでは

ないと主張する法学者達は、米国はこの「現実

的である限り」という文言を、包括的かつ徹底

した浄化を回避するために利用したと批判して

いる。

Ｃ域外軍事施設の閉鎖にともなう汚染問題

の顕在化

米国の域外軍事施設が実際に閉鎖されるに伴

い、その土壌・地下水汚染の問題が顕在化して

きた。以下では、フィリピン、パナマ、および

カナダの事例を、概観することにする。

最初にこの問題が表面化したのは、フィリピ

ンにおける米軍基地閉鎖による事例である！`,)。

連邦議会の調査要請にこたえ、会計検査院は、

1992年１月の報告書において、米軍により引き
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最後のカナダにおける事例は、上記の２つと

非常に対照的である。カナダは、米国側に法的

義務がないにも係らず、米国側の負担（約１億

ドルと言われている）で、問題とされた米軍基

地の土壌汚染修復措置を受けている。ＪｏｈｎＪ

Ｈａｍｒｅ国防次官は、1998年に連邦議会に送付さ

れた手紙において、この負担は特別なもので、

将来、他国に対して、同じような対応がなされ

るものではないと明言している。そして、他の

国家にこのような対応がなされない理由として、

カナダのように地理的・歴史的な関係を米国と

維持し、かつ､米国の安全保障にとって極めて重

要な国家は他に存在しないことを挙げている'5｡。

もちろんこのような米国側による配慮もあろう

が、この成果をもたらした最大の要因は、カナ

ダ政府の米国連邦議会におけるロビー活動にあ

ると言われている。

Ａ軍内部の人事的制裁システム

米国の域外軍事施設に対する環境監査は、最

終管理基準に規定されている。わが国における

米軍施設については、日本環境管理基準の第1-

10節「監査」における手続が、これにあたる。

この環境監査システムにより、なんらかの違

反事例が見つかった場合には、当該軍事施設の

責任者は、監査により指摘された問題を修正す

る機会が与えられる。そして、この問題に対し

て、どのような対処がなされたかについては、

通常、軍事施設司令官の年次成果報告書（annu‐

alperfOrmancereport）または適合報告書（fib

nessreport）において報告される。

もしも十分な対処がなされていないと判断さ

れた場合には、当該責任者たる軍司令官は、軍

内部の人事的制裁を受けることになる。すなわ

ち、その司令官は、否定的見解の付された適合

報告書を受け取ることになるため、昇進が困難

になるのである。この適合報告書に基づく人事

的制裁システムは、司令官のみならず、環境保

謹規定に反した構成員すべてに適用される。

さらに、重大な違反が存在する場合には、「正

当事由による解任（relieffOrcause)」手続に基

づいて、司令官は即座に当該職務から解任され、

より責任の軽い職務へと配転させられる可能性

がある。、

軍という垂直型の指揮命令系統の組織におい

て、昇進が遅れたり、職務を解任されるという

事態は、軍人としてのキャリアを築こうとする

個人にとって、大きな痛手となる。このため、

この環境保護規定違反に対して、軍内部におい

て人事的制裁を課すというシステムは、環境基

準遵守のためのインセンティブを高める目的で、

かなり有効に機能していると評価されている。

第５章域外環境保議政策と刑事資任

域外軍事施設における環境保護政策は、環境

影響評価、環境保謹基準、および、汚染浄化措

置に関する規定を制定することからスタートす

る。そして、これらの規定が適切に実施されて

いるか否かは、組織内部および外部からの環境

監査によりモニタリングされる。さらには、環

境保謹政策の実施規範に対する違反が見つかっ

た場合には、責任者に対して制裁が課されるこ

とで、その実行が担保される。

環境保護規範に対する軽微な違反に対しては、

通常は、組織内部の人事的制裁を適切に構築す

ることで、うまく対処しうるであろう。しかし、

当該違反が、刑事法規に違反する場合には、刑

罰が課されなければならない。

それでは、米軍の域外軍事施設において、環

境保護規範に対する違反が起きた場合には、ど

のような対処がなされるのであろうか。ここで

は、①軍内部の人事的制裁システム、および、

②域外軍事施設に関する環境刑事法のあり方を

検討し、現行の法体制では、域外米軍施設にお

ける環境刑事犯に対して、十分に対処しえない

という問題点を指摘する。

Ｂ環境刑事資任の追及

１米国国内における刑事資任

国防総省の構成単位に帰属する者が、米国内

で、その環境刑法に違反した場合、当該違反者

が、軍人であるか、軍属であるかにより、適用
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される刑法典と裁判管轄に違いが生じる。すな

わち、軍人には統一軍事法典（theUnifOrmCode

ofMilitaryJustice)'弱)が適用され、軍事刑事裁

判システム（themilitarycriminaljusticesys‐
tem）により判断されるが、軍属（civilian

employees）に対しては、一般的な司法管轄に基

づき、法務省か当該地域の州の検察官により、

米国環境法における刑事犯として訴追されるこ

とになる。

軍人が米国内において、国防総省などの定め

た環境基準を遵守しなかった場合には、一般的

には、統一軍事法典第92条第３項'弱)に基づき、

職務怠慢により、訴追される。この犯罪構成要

件は、①ある個人に特定の義務があり、②当該

個人は、その特定の義務を知っていたか、合理

的に知っているべきであり、かつ、③当該個人

が、これらの義務の遂行にあたって、意図的に、

または有資性のある非効率さで、怠慢であった

ことである１５７１。まず第１の要件たる当該任務に

関して特定された義務が存在していることにつ

いては、条約、法律、規則、合法な命令、基準

運用手続、または、慣習により義務が課せられ

ている必要があるが'麹)、米国国内における国防

総省や各軍の定める環境関連の指針等において

は、環境遵守に関する義務が明白に規定されて

いるため、この要件は問題とならない。第２の

要件も、規則の存在や教育訓練等が行なわれた

ことが立証されれば、本人が実際に知っていた

か否かは問題とされないことから159)、容易に充

足される。あとは、第３の要件が満たされるこ

とで、職務怠慢が認められるのである。

大統領命令や最終管理基準において、明確に規

定されていないためである。

まず、1978年にカーター大統領が出した大統

領命令12088号においては、域外軍事施設におい

ては、受入国で一般的に適用される環境保譲基

準に従うことが求められているが、このような

暖昧かつ宣言的性格しかもたない記述によって

は、職務怠慢を規定する統一軍事法典第92条

第３項の構成要件のひとつである「特定の義務」

という明確な義務が存在するということはでき

ない。

また、駐留軍は受入国法を「尊重（妃spect)」

すべきであるという地位協定において一般的に

規定されている条項は、あまりに暖昧であり、

別途、当該地位協定の条項を実施するための規

則等において特定の義務が明確に規定されてい

ない限り、統一軍事法典第92条第３項における

要件を満たすことはない。

さらに、米国法に基づいた最低限の環境遵守

基準を定めたものとされる域外環境基準指針文

書も、同文書が新たな権利や義務を設定するも

のではなく、かつ、個人の注意義務や遂行基準

を生じさせるものでもないとされているため、

職務怠慢の根拠となる特定の義務が設定されて

いるとは言えない。本来、この文言は、過失に

よる民事訴訟を回避する目的で挿入されたもの

であるが、同時に、統一軍事法典のもとでは刑

事訴追を回避する機能を果たしているのである。

最後に、受入国ごとに策定されている最終管

理基準でも、多くの場合には、域外環境基準指

針文書の前述の文言がそのまま組み込まれてい

るので、やはり特定の義務が設定されていると

は言えない。この点については、日本環境管理

基準についても、同様である'60)。その一方で、

英国およびトルコの最終管理基準では、環境義

務に対する個人の責任に極極的に言及する文言

が、それぞれ第l-3E条に規定されている１６M．事

実、これら両国の最終管理基準では、同条項に

基づいて、統一軍事法典第92条第３項における

軍人による職務怠慢が構成されることが、明白

に意図されていたのである。これが、本来のあ

るべき姿であろう。

２域外軍事施設における軍人の環境犯罪

に関する問題点

このように、米国内では、軍人による環境犯

罪を職務怠慢により訴追できるシステムが整備

されているのに対して、米国城外の軍事施設に

おける環境犯罪については、事情が全く異なっ

ている。なぜならば、域外軍事施設における軍

人による環境犯罪に対して、統一軍事法典第９２

条第３項における職務怠慢を適用しようとして

も、その犯罪構成要件たる特定の義務の存在が、
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の尊敬に対してその評判を艇めようとすること

により、軍の信用を損ねるような性質の行為を

罰する規定である'7')。軍人が外国法に違反した

場合、その行為により軍の信用が損なわれたこ

とが、合理的な疑いを超える程度に証明された

場合には、この規定に基づいて、罰せられるこ

とになる]72)。

この分野の専門家の中には、本項に基づいて、

軍人による受入国の法令違反を広範に罰する

ことができると解釈する者もあるが'７３１、判例で

は、外国法の違反により、本項が必ず適用され

るものではないと判示され、その適用範囲は限

定されている'74)。このため、本項に基づき、わ

が国の環境刑法違反を理由として、軍人が訴追

される可能性は少ないと言えよう。

３統一軍事法典第92条第１項と日本環境

管理基準

統一軍事法典第92条第１項'62)は、特定の命令

や規則に従わなかったという不服従に関する

犯罪を規定している。この犯罪の構成要件は、

(a）法的効力のある一般命令または規則の存在、

(ｂ）被告がこれに従う義務があったこと、およ

び(c）被告がこの命令または規則に違反したか、

または、これに従わなかったこと、である】田)。

この第92条第１項は、被告の知識の有無にか

かわらず課される「厳格責任」としての性格を

もつため、その適用は限定的に解釈されてい

る!")。つまり、同項に該当する規則は、①懲罰

的（punitive）でなければならず（一般的な指針
を特定しただけでは不十分)'侭)、②当該規則それ

自体が、懲罰的な性格を明らかにしており16`)、

③部隊を指揮する将校（ageneralofficer)、一般

軍事裁判所召集機関（GeneralCourtMartial

ConveningAuthority)、大統領、国防総省長官、

各軍の長官などのより高い権限者により発行さ

れたものでなければならない'671。このため、一

般的な最終管理基準などに反したことをもって、

第92条第１項違反により訴追されることはない

のである。

しかしながら、数ある最終管理基準のなかで、

少なくとも１つの最終管理基準が、懲罰的命令

について言及し、本項による訴追の可能性を示

唆している。それが日本環境管理基準であり、

その第1-9.3項において、「これらの基準は、罰

則規定としての性格をもつ指令として、発行さ

れるものではない。しかし、施設および活動に

責任をもつ司令官は、これらの基準を実施する

ために、罰則規定を伴う命令を発することがで

きる」'閃)と規定している。もっとも、今日まで、

いかなる最終管理基準に関しても、第92条第１

項に基づく訴追が可能となる懲罰的規則や命令

が出されたことはない'72)。

５統一軍事法典第109条

統一軍事法典第109条'7s)は、米国軍の財産以

外の財産を、故意または未必の故意により段損

または損傷し、あるいは、故意かつ不法に破壊

または損害をもたらした場合の刑事責任を規定

している。このことから、軍事施設内外でなさ

れた環境犯罪により、不動産に対して損害を引

き起こしたときに適用される可能性がある。具

体的には、受入国が管理し米国側に貸与してい

る当該軍事基地の不動産に対して損害が起きた

場合と、軍事基地外の受入国、地方政府、ある

いは個人が所有している不動産に損害が起きた

場合との、双方の事例への適用が考えられる。

もっとも、この第109条における「故意」の要

件を立証するのは困難である。しかしながら、

米国軍人による悪質な環境法違反事例の場合に

は、米国政府がその管轄権を行使し、刑事訴追

を行える可能性が残されている。

６域外軍事施設における民間人被用者の

環境犯罪に関する問題点

米国の域外軍事施設における民間人被用者（軍

属）に対しては、統一軍事法典に基づく管轄が

ないとの判例法理が確立している点については、

すでに述べた。このような判例法理が確立され

４統一軍事法典第134条第２項

統一軍事法典第134条第２項'70)は、軍の評判

を傷つける行為、または一般社会における軍へ
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たことにより、米国は、受入国との間で締結さ

れた地位協定に基づく限り、軍属の刑事犯罪に

対して、共同管轄権を失うことになった。なぜ

ならば､多くの地位協定においては､米国側の管

轄権は、「軍の」機関による「軍事」法の適用に

基づいているためである。このため、米国政府

は、域外における軍属の犯罪に対して、訴追手

段をもたないという苦しい立場に追い込まれた。

米国連邦政府は、このような事態に対応する

ため、2000年軍事域外管轄法（theMilitary

EXtraterTitorialJurisdictionActof2000)176)を制

定した。同法は、米国軍人、あるいは、域外に

駐留・展開する米国軍に雇用され、または、同

行する民間人により米国域外で行われた犯罪が、

もしも米国の領域的裁判管轄権と特別海事裁判

管轄権とが及ぶ場所において行われていたとす

れば連邦法において重罪（felony）を構成する場

合には、連邦刑事罰を課すことができ、かつ、

米国の領域的裁判管轄権が及ぶ場合と同じもの

とするとの規定を設けた、>･同法は、米国政府

の刑事裁判権拡張政策に沿ったものであり、域

外における米軍の活動に従事する民間人または

同行する民間人に対して、刑事罰を課すための

根拠法となった。

しかしながら、①同法の適用が米国内での重

罪に限られていること、②米国域外において適

用される最終管理基準には、法的義務を課す条

項がないこと、③米国環境法が直接に域外適用

される場合が限られていることから、この2000

年軍事域外管轄法が、域外における軍属による

環境犯罪へ適用され、訴追を行なう根拠となり

える場合は、ほとんどないと思われる。この結

果、軍属による域外における環境犯罪は、通常、

行政的な懲戒規定により対処されるにとどまる

のである。

このように、米国域外における軍属の犯罪に

対しては、米国自体が、2000年軍事域外管轄法

に該当する場合を除いて、訴追手段をもってい

ない。この事実は、わが国においても、今後､環

境刑法の重要性が増すにつれ、問題化する可能

性がある。このような事態にわが国政府が対処

する方針としては、次の３つの選択肢があり得

よう。まず、第１に、米国側の現行システムを

認めながら、行政的な懲戒規定の執行を厳格に

運用するように求めるという方針が考えられる。

第２は、日本環境管理基準において、米国の軍

属を処罰する刑事法上の根拠を明記するように

求めることである。第３は、ドイツ補足協定の

ように、域外軍事施設に対して受入国法が適用

されるように地位協定を改定して、日本国法上

の環境刑事犯に該当する者の引渡を求める方針

をとることである。

第６章わが国における米軍基地の閉鎖と

移転に伴う諸問題

これまで述べてきたように、米国の城外軍事

施設に関する環境保護法制については、様々な

点で不備が存在した。残念なことに、日本政府

は、この在日米軍がおこなっている環境保護法

制に関して、国民に対して、十分な説明をおこ

なってきたとは言いがたい。国会において比較

的質問が多かった日本環境管理基準についても、

日米間で2000年９月11日に出された「環境原則

に関する共同発表」における管理基準に関する

項目の内容、すなわち、「環境保護及び安全のた

めの在日米軍による取り組みは、日米の関連法

令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的

考えの下で作成される日本環境管理基準（以下

｢JEGS｣）に従って行なわれる。その結果寸在日

米軍の環境基準は、一般的に、日本の関連法令

上の基準を満たし又は上回るものとなる」とい

う表現に基づく国会答弁'")からなかなか踏み出

さず、この共同発表における「基本的考え」と

｢一般的に」という表現の裏に、本稿で指摘した

ような様々な問題があることを明らかにしてこ

なかった。このことは、日本環境管理基準のみ

ならず、在日米軍施設における環境影響評価、

基地閉鎖に伴う環境汚染の原状回復、さらには、

環境刑事犯に関する問題についても、同様であ

る。また、日米合同委員会による環境関連の合

意の公表が非常に遅れるなどの問題も表面化し

ている'ね)。今後、わが国の政府が、これらの諸

問題に真塾に対応し、国民、特に基地周辺住民

への十分な説明責任を果たすことが期待される。

以下では、日本における米軍基地が閉鎖され
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日本に返還される場合、および、移設される場

合に焦点をあて、米国の域外軍事施設に対する

環境保護法制がどのように機能するかを、日米

地位協定を踏まえて概観する。なお、具体的検

討事例としては、沖縄県の普天間基地の返還と

移設を想定する。

鎖に伴う環境影響評価を自ら行なうという保障

は存在しない。このため、わが国が、米軍基地

閉鎖に伴う諸活動について、自ら環境影響評価
を行なう必要があろう。

ｂ日本環境管理基準の適用

次に、既存の基地に関する環境保護法制であ

るが、これは、大統領命令12088号と1991年会計

年度国防授権法の要請に基づき、国防総省指令
6050.16号等により定められた枠組で運営されて

いる。わが国の米国軍事施設に関しては、日本

環境管理基準により管理されている。この基準

は、現存する基地の運営に適用されるものであ

って、基地の閉鎖に伴う浄化活動や、基地の移

設や新設に伴う環境影響評価に適用されるわけ
ではない。

このため、現在の域外環境基準指針文書にお

いて、絶滅に瀕したおよび絶滅が危慎される動

物としてジュゴンが明記され、さらに、この保

護基準が現行の日本環境管理基準において既に

落とし込まれているとしても、普天間基地の閉

鎖・移転に関する適用はない。これは2001年３

月22日に、第151回参議院外交防衛委員会におけ

る答弁で、斉藤斗志二大臣がlJEGS、日本環境
管理基準は、在日米軍の使用している施設及び

区域における作業に関しての基準であり、日本

政府が実施する代替施設の整備自体に適用され

るものではなく、将来、普天間飛行場代替施設

において在日米軍が何らかの活動を行う際に適

用されるものと承知いたしております」と答弁

しているとおりである。よって、基地の移設に

伴うジュゴンの保護に関する問題については、

わが国が実施することになる環境影響評価等に

より、対応を図るほかはない。

Ａ米軍基地の閉鎖による返還に伴う法的課題

１米国の域外軍事施設に関する環境保議

法制の機能

ａ環境影響評価について

はじめに、わが国における米軍基地が閉鎖さ

れる場合における環境影響評価の問題を検討す
る。

まず、連邦環境法の域外適用について考察し

たとおり、域外軍事施設が閉鎖される場合に、

米国の国内法である国家環境政策法と絶滅の危

機に瀕する種についての法律は、直接適用され

ることはない。

次に、米軍の域外環境影響評価システムが、

基地閉鎖に伴って実施されるか否かが問題とな

る。大統領命令12114号は、域外軍事施設に対し

ても、国家環境政策法類似の環境影響評価の実

施を命じているものの、わが国の米軍軍事施設

が閉鎖される事態を想定すると、同命令が掲げ

る適用除外や配慮事項に該当する可能性がある。

たとえば、適用除外としては、「国家安全保障あ

るいは国益が関連する場合」に、配慮事項とし

ては、「外交関係に対する悪影響を回避する場合、

あるいは、他の国家や統治責任に関して事実上、

あるいは外見的な権利侵害を回避する場合」に

該当する可能性がある。

また、同大統領命令を具体化した国防総省指

令6050.7号、および、これをさらに具体化した

各軍の環境影響評価に関する指令が、これらの

適用除外や配慮条項に該当しないものとして適

用されると仮定しても、受入国が参加している

行為に対しては評価の対象外とされているため、

実施されない可能性がある。

このように、米軍自身が、域外軍事施設の閉

ｃ米軍基地閉鎖に伴う汚染浄化問題

第３に、域外軍事施設の閉鎖に伴う浄化問題

は、1991年会計年度国防授権法の要請により、

国防総省指針4715.8号がその対処を規定してい

る。この指針の問題点は、作戦の維持、または、

健康と安全について知り得ていた急迫の危険を
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が実際に域外軍事施設の土壌汚染などを十分に

浄化する予算を持っていないことから、その実

効性には限界がある。本来は、ドイツ補足協定

のように、原則的に国内環境法の基地への適用

が認められるように日米地位協定を改正するか、

これと同等レベルの運用の改善がなされるべき

であろう。また、米国国防省に基地返還に伴う

汚染浄化について十分な予算がないという点に

ついては、米国議会におけるロビー活動を薇極

化させて、わが国における米軍基地向けの浄化

費用を確保するよう運動を行なうとともに、肥

大化しているとの批判のある米軍への「思いや

り予算」を、在日米軍基地の環境保護・汚染浄

化へ振り向けるための外交交渉を行なうことな

どで、対処することができよう。

排除するために必要最小限のものを超えて、維

持、補修、あるいは環境に関する原状回復がな

されることが十分に期待できず、また、それに

要する十分な予算も確保されていないという点

であった。

このため、わが国における米軍基地の土壌汚

染・地下水汚染については、当該基地が返還さ

れる以前に、日本政府が資金を提供し、あるい

は、共同でその汚染浄化に取組まない限りは、

当該基地の返還後に、わが国の環境基準等を満

たしていない土壌汚染・地下水汚染が発見され

るという事態も想定しうる。また、当該不動産

が汚染された状況のまま返還された場合には、

その不動産の価値も当然に減少することになる。

この問題については、次の日米地位協定のとこ

ろで考察する。

３普天間基地の閉鎖に伴う日本法の問題

と対処２日米地位協定の機能

それでは、在日米軍基地が汚染された状態の

ままで日本政府に返還された場合、日米地位協

定は、どのように機能するのであろうか。

まず、在日米軍基地に対しては、地位協定

第３条１項のいわゆる「３条管理権」と第16条

の日本国法令尊重義務の抽象性から、解釈上は

争いのあるものの、日本の環境法規が直接に適

用されることはない。このため、米国側の環境

保護法制が適用されていることは、すでに見た

とおりである。

それでは、基地が返還された場合に土壌・地

下水汚染が十分に浄化されていなかった場合の

責任はどうなるのであろうか。これは、すでに

述べたように、日米地位協定第４条第１項によ

り、米国側には原状回復義務はなく、返還され

た跡地を浄化する義務もない。このため、この

汚染浄化はわが国が負担し、実行することにな

る。

このような事態を改善するために、米国とパ

ナマとの間の地位協定のように、環境規定をお

くべきであるとの議論もある。たしかに、その

ような改正はひとつの改善であるものの、パナ

マにおける基地閉鎖問題のところでみたように、

｢現実的である限り」という条項の存在と、米軍

日米地位協定の近々の改正が困難である現状

からすれば、米国から軍事施設が返還された場

合、わが国が、当該基地の浄化活動や原状回復

措置をどのように行なうかが、最重要の法的課

題となる。

この点について、沖縄県議会は、1999年７月

15日に、日本国政府に対して、「沖縄県における

駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律」

(平成７年法律第102号、以下、「軍転法｣）を改

正し、跡地利用に支障がないように、環境浄化

処理の確認調査、不発弾撤去、建物の撤去など

の特別管理期間に国が行うべき措置を「返還実

施計画」で明示することを要求した。このよう

な要求が出された背景には、①軍転法が2002年

６月までの時限立法であったことと、②同法の

第６条「返還実施計画」をはじめとする規定に

は、米軍の使用に起因する土壌汚染や不発弾の

調査や除去、フェンスなどの工作物の撤去等の

原状回復に必要な措置や期間が明示されていな

かった、という事情がある。

政府は、この要請に対して、1999年末の普天

間基地飛行場の移設に関する政府方針において、

これらの問題を法制化により解決することを決

定した．そして、2002年に成立した「沖縄振興
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第１号に規定する物質又はダイオキシン

類による水質の汚濁の状況

ハ駐留軍が遺棄した不発弾その他の火薬

類の有無

二駐留軍が埋立処分を行った廃棄物の有

無｣。

これにより、上記沖縄県議会の要請事項の

②の問題に対する法的枠組みが整ったことにな

る。今後は、軍転法と沖縄振興特別措置法の下

で、いかに地元住民や自治体の意向を尊重しな

がら、円滑な運営を図るかが重要となる。

特別措置法」（平成14年法律第14号）により、軍

転法を2012年３月末日まで延長することで（同

法附則第16条)、その基本的な法的枠組みを整え

た。これで、沖縄県議会による上記①の要請は

満たされたことになる。また、沖縄振興特別措

置法では、「第７章駐留軍用地跡地の利用の促

進及び円滑化のための特別措置」において、跡

地利用促進に必要な国の財政支援措置を講じる

努力義務や、土壌汚染等に対する原状回復に期

間を要する跡地についての給付金（地主補償）

の支給期間の延長などが規定されている。

次に、上記②の問題に対処するため、政府は

2002年秋に、「沖縄県における駐留軍用地の返還

に伴う特別措置に関する法律施行令の一部を改

正する政令」（平成14年１０月２日政令第302号）

を公布し、その第２条において、軍転法第６条

第２項第３号の政令で定める事項として、次の

ような規定をおこなった。

「一法第６条第２項第１号に掲げる返還に係

る区域（次号において単に「返還に係る区

域」という｡）内に所在する法第２条第１号

に規定する駐留軍（次号において単に「駐

留軍」という｡）が使用している建物その他

土地に定着する物件の概要及び当該建物そ

の他土地に定着する物件の除去をするとし

た場合に当該除去に要すると見込まれる期

間

二返還に係る区域において次に掲げる事項

について国が調査を行う必要があると認め

る場合にあっては、調査を行う区域の範囲

調査の方法、調査に要すると見込まれる期

間及び調査の結果に基づいて国が識ずる措

置に関する方針

イ駐留軍の行為に起因する土壌の土壌汚

染対策法（平成14年法律第53号）第２条

第１項に規定する特定有害物質又はダイ

オキシン類（ダイオキシン類対策特別措

置法（平成11年法律第105号）第２条第１

項に規定するダイオキシン類をいう。以

下この号において同じ｡）による汚染の状

況

ロ駐留軍の行為に起因する水質汚濁防止

法（昭和45年法律第138号）第２条第２項

Ｂ米軍基地の移設に伴う法的課題

まず、環境影響評価については、基地の新設

は、環境に重大な影響を及ぼす主要な連邦政府

の行為に該当するであろうが、米軍基地の閉鎖

による返還に伴う法的課題のところで指摘した

のと同じ適用除外や配慮条項の問題が生じる。

なお、たとえ米国の絶滅の危機に瀕する種につ

いての法律の域外適用がなく、軍の環境影響評

価システムだけが機能している現状にあっても、

普天間基地の移設場所がサンゴ礁上となり、防

衛庁による代替施設協議会の要請にこたえた工

事着工前の環境影響評価とは別途のジュゴンの

生息状況予備調査の結果を踏まえると、米国は

この環境影響評価を自ら行うことを回避したい

と考えるであろう。

このため、米国とは、日米合同委員会の下に

ある環境分科委員会でこの問題が協議され、一

定の協力関係が維持されることはあっても、基

本計画決定後の環境影響評価は、平成11年度の

閣議決定に基づき、日本国政府により実施され

ることになろう。

次に、移設場所についての環境保護法制の適

用であるが、これは移設基地が完成してからの

問題であり、それ以前には問題とならない。し

かし、移転後の運営に関しては、日本環境管理

基準にもとづいて、前述のサンゴ礁およびジュ

ゴンの保護に関する問題が生じるので、米国側

は慎重な取組みが要求されるであろう。
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年)、日本弁謹士連合会編「日本の安全保障と基

地問題一平和のうちに安全にいきる権利」（明石

書店、1998年)、松宮敏樹「こうして米軍基地

は撤去された！－フィリピンの選択」（新日本出

版社、1996年)、江畑謙介「米軍の比「訪問」で

ようやく地位協定批准へ」世界週報80巻７号５２

頁以下、宇井純「環境破壊の政治経済学一沖縄

の米軍基地と環境破壇」地域開発424号11頁以

下、落合浩太郎「環境安全保障一拡散する概念」

赤根谷達雄・落合浩太郎編著「｢新しい安全保

障」論の視座」（亜紀書房、2001年）150頁以下、

小松健一・下原護「フィリピン米軍基地跡周辺

に発生した奇病を追う」週間金畷日４巻24号４１

頁以下、下嶋哲朗「基地内地下水汚染」世界656

号67頁以下、スコット・ベル（聞き手・高杉晋

吾）「厚木基地ダイオキシン問題一米海軍少佐が

語った廃棄物処理業者との「仁義なき戦い』十

二年」論座63号130頁以下、砂川かおり「軍事

注

1）MemorandumfrDmtheSecretaryofDefenseto 

Sec1℃tariesofMUitaryDepartmentsre:EnvirorT 

mentalManagementPoUcy,OCL10,1989. 

2）1995年時点で、米国国防総省は19カ国において、

６１の恒久的軍事施設を管理している。これらの

軍事施設の受入国は、オーストラリア、ベルギ

ー、キューバ、デンマーク、英領インド洋地域

のディエゴ・ガルシア、ドイツ、ギリシャ、グ

リーンランド、アイスランド、イタリア、日本、

韓国、ルクセンブルグ、オランダ、パナマ、ポ

ルトガル、スペイン、トルコ、および英国であ

る。ひ.Ｓ,ﾉMﾉﾉ､z'ｙﾉ７１３ｍﾉﾉ`J"o"s-ByCol""'y,By

Servjce,Depロバme"rqm舵"seLiSrq/Ｍﾉj､び

ノ"Ｗ"α"O"JFo7ej8肌（Sep,３０，Ｊ995)，αｒ

http://wwwDENⅨ､９０Ｖ、

３）本稿における米国の域外軍事施設に関する環

境法制については、以下の文献を参照にした。

SeeSTEPHENDycus,NATIoNALDEFENsEANDTHE 

ENvⅡRoNMENT(1996);Ｍ・VictoriaBayoneto,ｍｅ

ＦｏｒｍｅｒＵ.S､ＢａｓｅＳｉｎノノＩＢＰﾉIjﾉjppi"Cs：Ａ〃

A咽Ⅸ腕e"ﾋﾞﾉbrﾉﾊＧＡＩや！i、"｡〃ｑ/Ｕ､Ｓ､Ｅ"'ﾉﾉ｢o"

ｍｅ"、ﾉＳｍ"dbmdbmOvemeasMﾉirq'ｙＢｑＨｌｅｓ,６

FoRDHAMENvIL・しlwJ､１１１（1994);Margaret

M・Carlson,Ｅ"W”"me"'αﾉDjPﾉbmaCy:ＡＭｙｚ‐

i"９ＷノリｒｈｅＵ.Ｓ・ノＶｑＶｙＳｊｊノノＦαﾉﾉＳＳﾉio〃

Ove応Ｃａ３，４７NAvALL・REV､６２(2000);ｍｏｍａｓ

Ｅ､Digan,ﾉVEPAAmrAePrem"lprio〃Ａｇａｉ"sr

Exlrarerr〃oriaノＡＰＰ〃cα〃o〃fTAeForejg〃

PC/iCyExcﾉwsio",１１JCoNTEMP・ＨＬ＆PCL'Ｙ

165(1994);JoanR､Goldfarb,趣rrqrerrj/orjaノ
Commzlzcewj肋ﾉＶＥＰＡａｍｕｒｈｅＣｚｌ〃e"ＺＷｍﾉｅ

ｑ/E､'i”"me"、ﾉＡﾉ､、,１８Ｂ､C・ＥＮｗＬＡＩＴ.L

REv､５４３(1991);Ｃａｴylchter,``Beyo"dJlldicjaノ

Scrwj"yo':MﾉﾉﾉrqryCo,?Ｗｊα"cewiﾉﾉlNEPA, 

１８ＧA.Ｌ・REV､６３９（1984)；KarenAKlick，

TﾉｉｅＥＸｒｒｑｊｅｒｒｊｔｏｒｊｑﾉＲｅｑｃｈｑ/ⅣEPA，ＳＥﾉS 

Re9H舵me"Ｗ花ｒＥｍ′j、"ｍｅ"､/Ｄ敏"seFH"d

MMzssey，４４ＡM・ＵＬ,REV､２９１（1994)；

RichardA.Ｐhelps,Ｅ"vjro"ｍｅｌ２ｊｑノＬａｗんr

Overseasノ"Ｗα〃α〃o"s，４０Ａ．Ｆ、Ｌ・REV､４９

(1996);ＭａｌｋＲ・Puppert,Crmmmノルrjsdidion

OyerE"Viro"ｍｅ"、ノＱﾉｸﾞｾ"ｓｅｓＣｏｍｍｉ"ed

Ove応eas：ＨｏｗｊｏＭｍｉｍｊｚｅｑ"。Ｗﾉie〃［ｏＳＺＪｙ

"ﾉVo,;４０Ａ.Ｆ､Ｌ・REV.’（1996）［hereinafter

Puppert]；SilviaM・Riechel,Gol'e｢""ｌｅｌｌｒａノ

Ｈ)lpocrm)MJ"ｄﾉﾉbeEXmJte〃"oriQlAPPﾉiCqfio〃
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基地と環境汚染問題」環境と公害29巻２号66頁

以下、田口栄一「運河の主権とともに米国から

パナマに移された基地の汚染という「置き土産｣」

日経ECO２１．９号62頁以下、竹田いさみ「太平

洋地域における環境安全保障問題」臼井久和・

綿貫礼子編「地球環境と安全保障」（有信堂、

1993年）159頁以下、波平勇夫「軍事基地と環

境問題一沖縄県金武町の場合」社会分析25巻１

頁以下、本間浩「沖縄と地位協定」法律時報６６

巻４号23頁以下、山崎静雄「米軍「環境汚染」

を規制できる根拠はある」前衛726号103頁以下。

４）本稿では直接の検討対象とはしない米軍基地騒

音訴訟については、多くの研究論文が存在する。

その中で、比較的最近のものとして、日本弁護

士連合会編「日本の安全保障と基地問題一平和

のうちに安全にいきる権利」（明石書店、１９９８

年）320頁以下、小川竹一「嘉手納米軍基地騒

音訴訟判決の検討(1)」沖大法学21号45頁以下、

原強「自衛隊機及び米軍機の離着陸等の民事差

止請求の可否一厚木基地騒音公害第一次訴訟一」

判例タイムズ1062号144頁以下、鹿部和也「米

軍に関する裁判免除」ジュリスト1157号282頁

以下、横田守弘「基地騒音公害訴訟と米国に対

する民事裁判権の免除」法学セミナー571号107

頁以下、などがある。

５）筆者が管見した限りでは、この米国の域外軍事

施設に関して直接的な考察を行っている論考は、

前掲中(3)の佐藤毅彦「米軍のアメリカ国外にお

ける環境政策」だけである。ただし、この論文

は、この問題を立法参考資料として概観する目

的で書かれていることから、個別の争点にまで

言及されておらず、かつ、同論文が公表されて

以後、すでに様々な制度的変更がなされている

点を指摘しておく。

６）本稿の検討対象とする米軍基地に起因する環境

問題は、政治問題とも直結している。このため、

多くの法解釈学者には当然であり説明の必要が

ないものの、本誌が学部学生をも含めた一般読

者を対象としていることから、政治問題・政治

活動に対する筆者の立場を明らかにしておきた

い。

筆者は、日米比較法研究者たる「法技術者」

としての自らの役割を、筆者が研究対象とした

問題に関心のある国民、議会政党、マスコミ、

学者等に「法律論文」という形で情報提供し、

立法、行政、司法の各方面の議論や政策的判断

の形成に役立ててもらうことにあると考えてい

る。このため、専門家としての「法技術者」あ

るいは法解釈学者が、たとえ自らの研究対象と

関連する分野のものであったとしても、当該政

治問題を解決するための政治活動に直接的に参

加することに対しては批判的であり、かつ、自

己抑制的な立場にたつ。これは、①法解釈学者

は、本来は政治問題については素人であり、法

律情報の説明や解釈を超えて政治活動に関与す

ることは、本人にとって専門家としての立場を

逸脱するものと考えられ、②法解釈学者の多く

は「大学教員」たる肩書があることから、この

肩書を外さずに政治活動に参加することは、一

般市民に対して当該政治問題に関しても専門家

であるとの誤った印象を与える危険性があり、

③「大学教員」たる法解釈学者の使命は、教育・

研究活動にあり、政治活動への参加や関与にあ

るのではなく、④政治活動に費やす時間がある

のであれば、当該法律問題に関する調査・研究

を深化させるか、自らが重要と考える別の法律

問題に取り組むのが、相当の社会的費用（学費、

寄付金、大学への国庫補助等）を活用している

専門家としての法解釈学者の社会的義務である、

と考えているためである。

７）ＰｕｂＬ､No.99-606,5,100ｓtat､3457,3462-63 
（19861 

８）この点に関する邦語論文のひとつとして、喜多

川進「軍用地のエコロジカルなコミュニティへ

の転換一フライブルク市ヴオバーン地区におけ

る試み－」環境と公害29巻２号55頁がある。

９）１９８９BaselConventionontheControlof 

TransboundaryMovementsofHazardous 

WastesandTheirDisposaLMar､22,1989,28 

ＬＬＭ,649（1989)． 

１０）このようなタイプの「環境安全保障」の問題に

ついては、前掲注(3)の落合浩太郎「環境安全保

障一拡散する概念｣、および、江畑謙介「環境問

題が安全保障に及ぼす複雑な影響」を参照のこ

と。

11）この問題については、前掲注(3)に挙げたスコッ

ト・ベル（聞き手・高杉晋吾）「厚木基地ダイオ

キシン問題一米海軍少佐が語った廃棄物処理業

者との｢仁義なき戦い｣十二年｣等を参照のこと。

12）ＳＢｅＤｏｎａｌｄＮ・Zillman,ＢｏｏｋⅣore,６５GEO・

WAsH・ＬＲＥｖ､309,323（1997)．

13）SeeSIEPHENDYcus,NAImNALDEFENsEANDTHE 

EIwIRoNMENＴ（1996）ａｔ9. 

14）Seejd． 
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15） 本稿で取り上げる1973年のニクソン大統領命令

以前の軍に対する環境関連の規制を行った大統

領命令は、以下のとおりである。Exec､Order

No.11752,32Ｃ､Ｆ､Ｒ､650.12,'"｢i"redj〃４２ｕ

ｓ.Ｃ・§4331（1973）（Prevention,Control,and

AbatementofEnvironmentalPollutionat 

Fもderalmcilities,Pres・RichardNixon);Exec・

OrderNo.11507,35Ｆも..Ｒe9.2,573,reprmZe‘

j〃４２Ｕ､SC.§7401,7418（1970）（Prevention，

Control，andAbatementofAirandWater 

PollutionatFederalFacilities,Pres・Richard

Nixon);Exec,OrderNo.11288,31ＦｅｄＲｅｇ、

9,261,ｒｅｐｒｊ"ｔｅｄｉ〃３３ｕｓ.C・§1323（1966）

(Prevention,Control,andAbatementofWater 

PoUutionbyFもderalActivities,Pres・LyndonB，

Johnson);Exec､OrderNo.11282,31Ｆ、.Ｒe9.

7,663,reprj"redi〃４２ＵＳ.C、§7418（Preve､‐

tion,Control,andAbatementofAirPoUulionby 

FederalActivities，Ｍａｙ28,1966,President 

LyndonBJohnson);Exec､OrderNo.11258, 

Prevention,Control,andAbatementofWater 

PollutionbyFederalActivities,Ｎｏｖｌ９ｌｌ９６５， 

PrもsidentLyndonBJohnson;Exec､OrderＮｏ．

10779,Dir℃ctingFederalAgenciestoCooperate 

withStateandLocalAuthoritiesmPreventing 

PollutionoftheAtmosphere，Ａｕｇ２２，１９５８， 

PresidentDwightD・Eisenhower;ａｎｄＥｘｅＱ

ＯｒｄｅｒＮｏ・’0014,Directing圧demlAgenciesto

CooperatewithStateandLocalAuthoritiesin 

PreventingPollutionofSurfaceandUnder‐ 

groundWateraNov3,1948,PresidentHarlyS 
Tmman 

SeeExec・OrderNo.11752,32Ｃ､Ｆ､Ｒ650.12,

reprj"redj〃４２ｕｓ.C・§4331（1973）（Preveル

ノｍ",ＣＯ""oﾉ,α"ｄＡｂα'Bme"tq/E､，jro"me"､ノ

ＰＣﾉﾉｍｉｏ〃ＱｒＦｅｄｅｍノＦｑｃｊ""Cs,Pres・Richard

NixonL 

Exec･OrderNo.12088,3Ｃ・ＥＲ､243（1978)．

大統領命令12088号の第1-1節は、連邦行政機

関の長に対して、以下の立法を含む諸ウ法にお

いて、民間の個人に対して適用されるものと同

じ実体法的規定、手続的規定、およびその他の

汚染管理要求を遵守することを義務づけている。

(a)有害物質管理法（15ＵＳＣ､2601etseq.)．

(b漣邦水質汚染管理法（33ＵＳＣ・l251etseq.)．
(c)安全飲料水法により改正された公共健康サー

ビス法（42ｕｓ・C300fetseq.)．

（｡)大気汚染防止法（42ｕｓ.C､7401etseq.)．

（e)1972年騒音管理法（42ｕｓ.C､4901etseq.)．

（f)固形廃棄物処理法（SolidWasteDisposalAct，

asamended（42Ｕ､S・C6901etseq.)．
(9)1954年原子力法第274条第（h）項に基づく放

射能指針（Radiationguidancepursuantto

Section274（h）oftheAtomicEnelgyActof 
l954,asamended（42ｕｓ.C､2021（h))． 

（h)1972年海洋保識・調査・保護区法（Marine

Protection,ReseaI℃h,andSarlctuariesActof 

l972,ａｓａｍｅｎｄｅｄ（３３ｕｓ.C､1401,1402, 

1411-1421,1441-ｌ４４４ａｎｄｌ６ＵＳ.Ｃ､1431-

1434)． 

（i)連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法（Federal

Insecticide,Fungicide,andRodenticideAct， 

asamended（7ｕｓ.C､136etseq.).ﾉﾋfat8. 
19）ｈｉ 

２０）Exec・olderNo.12,114,44ＣＦ.R､１９５７（1979)，

にprj"redj"４２ｕｓ.C､§4321（1979）（Environ‐

mentalEffbctsAbmadofMajorF℃deralActions） 

［hereinafterE､0.121141 

21）DepartmentofDefenseDirective60５０．７， 

Ｅ､'ｊ７ｍｍｅ"'αﾉ切i2c応AbmqdqfMI/ＤｒＤｅｐａｒｒ‐

腕e"ｒｑｆＤ砿"seAcjio"ｓ（３１Mar、1979）

［hereinafterDODDir､6050.71 

22）EXecOrderNo､12088,3Ｃ､F,Ｒ243（1978)． 

23）TheNationalDefenseAuthorizationActfOr 

FiscalYearl991,Pub.L・No.101-510［here

mafterNDAAibrl9911 

24）DoDDirective6050、１６．，“DoDPolicyfbr
EstablishmgandImplementingEnvironmental 

StandaldsatOverseaslnstallations,”September 

20,1991．［hereinafterDoDDir巴ctive6050､16.1

25）ＤＯＤInstruction4715.5.,“Managementof 
EnvironmentalCompUanceatOverseaslnstallaP 

tions,''April22,１９９６[hereinafterDoD14715. 

51 

26）NDAAfOrl99L 

27）ＤＯＤInstruction4715.8.,“Environmental 

RemediationforDoDActivitiesOverseas， 
” 

圧brualy2,1998［heremafterDoD14715.8.]、

28）NationalEnvironmentalPolicyActofl969,Pub・
ＬｂＮｏ､91-190,83StaL852（1970）（codifiedas 

amendedat42USC,4321-4370.（1994＆Supp． 
Ⅱ1995-1997))． 

29）TheEndangeredSpeciesActofl973,Pub.Ｌ・

No.93-205,87Statb88LcodiHedasamendedat 

16） 

17） 

18） 
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56）Massey,772Ｆ､Supp・at1298.

57）Massey,986Ｆ､2．at529. 

58）837Ｆ・Supp466（1993）

59）本判決文には、具体的な事実関係の記載がなさ

れていない。この事件の具体的事実関係につい

ては、日本弁謹士連合会編「日本の安全保障と

基地問題一平和のうちに安全にいきる権利」（明

石書店、1998年）319頁を参照のこと。

60）NEPACoalitionofJapanv・LesAspin,８３７Ｆ・

Supp466,467（1993)． 

61）ノ｡．（cjZi"ｇＳｍｉｔｈｖ・UnitedStates,１１３ｓ.Ｃt・

’178,1182（1993))． 

62Ｍ｡､本判決で、裁判所は、判決文中の注（n.4）

において、たとえ日本国の裁判所が米軍基地に

対する管轄権を有しないと判断した場合であっ

ても、日米地位協定に基づいて設置された日米

合同委員会（theJomtCommitbee）が、原告の

主張するような請求に対する救済方法を定めて

おり、法の真空状態が存在しているわけではな

いとの見解を示している。

63）〃､at468.

64）ｈｆ 

６５）911Ｆ､2．１１７（8thCir・'990)．

66）〃・at123.

67）DefendersofWildlife,FriendsofAnimalsv・

LUjan,112ｓ・CL2130（1992)．

６８）Ｅ0.12114,Ｐ1-1. 

69）ｌ６ＵＳＣ．§§1431-14J45(c)－１（1994＆Supp・Ｖ

1999),αmelHdedbyPub.Ｌ・No.106513,§3(c)，
l14Stat､2381,2382（2000),Pub.Ｌ､No.106-

553,§1(aX2Lll4Stat､2762,2762A-69（2000)． 

７０）３３ｕｓ.C､1501-15(a）（2001)． 

７１）Ｅ0.12114,atPl-1. 

72）Ｅ0.12114,atP2-1. 

73）〃・atP2-3(a)-(｡)．

７４）Ｅ０．Ｎ0.12114,Ｐ2-5. 

75）５Ｕ､Ｓｃ.§§501-576（2002)． 

７６）DepartmentofDefenseDirective60５０．７， 

Ｅ"viro"ｍｅ""ﾉ期i2c灯Abroqdq/ＭＺ/ＤｒＤ…"

ｍｅ"rq/Ｄｇ/i911seAaio“（31Mar､1979）［here 
mafterDODDir､6050.7.1 

７７）ＤＯＤＤｉｒ､6050.7.,Ｐ3.5. 

78）ＤＯＤＤｉＴ､6050.7.,ａｐｐ２,ＰE2.2.1. 

79）ＤＯＤＤｉｒ､6050.7.,app､2,ＰE2.2.1.2. 

80）ThePresidentialReviewDirective/NSC23,ｕｓ・

PolicyonExtraterritorialApplicationofthe 

NationalEnvironmentalPolicyAct（NEPA） 

ｌ６Ｕ・SCl531-l544（2000)．
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